
東京都キャップ＆トレード制度 

「削減義務実施に向けた専門的事項等検討会」第１回会合 議事録 

 

１ 日時 

  平成３０年３月２８日（水曜日）午前９時３０分から午後零時８分まで 

 

２ 場所 

  東京都庁第二本庁舎 会議室 

 

３ 委員等（五十音順） 

東京大学大学院 工学系研究科 建築学専攻 教授 赤司泰義 委員 

早稲田大学 政治経済学術院 教授 有村俊秀 委員 

公益財団法人 自然エネルギー財団 常務理事 大野輝之 委員（臨時委員） 

株式会社大和総研 調査本部 主席研究員 河口真理子 委員 

名古屋大学大学院 環境学研究科 教授 高村ゆかり 委員（座長） 

千葉工業大学 創造工学部 建築学科 教授 望月悦子 委員 

 

４ 議事 

（１）「削減義務実施に向けた専門的事項等検討会」について 

（２）都を取り巻く動向、都が目指す将来像について 

（３）これまでのキャップ＆トレード制度について（制度概要と成果） 

（４）2020年度以降のキャップ＆トレード制度について 

（５）中小規模事業所向け地球温暖化対策報告書制度における新たな取組について 

 

 

５ 配布資料 

資料１ 削減義務実施に向けた専門的事項等検討会 委員名簿 

資料２ 「削減義務実施に向けた専門的事項等検討会」について 

参考資料 削減義務実施に向けた専門的事項等検討会設置要綱 

資料３ 都を取り巻く動向、都が目指す将来像について 

資料４ 東京都キャップ＆トレード制度の概要 

資料５ キャップ＆トレード制度対象事業所のＣＯ２削減実績 

資料６ 2020年度以降のキャップ＆トレード制度について 

資料７ 中小規模事業所向け地球温暖化対策報告書制度における新たな取組について 

 

 

 

 



６ 議事内容 

 

午前９時３０分開会 

 

〇三浦総量削減課長 それでは、定刻になっておりますので、ただいまより、東京都キャ

ップ＆トレード制度「削減義務実施に向けた専門的事項等検討会」第１回会合を開会した

いと思います。 

本日はお忙しい中、ご出席をいただきまして誠にありがとうございます。既にご案内

のとおり、本日の会議は公開で行うこととなっております。なお、議事進行中、傍聴者

の発言はできませんので、ご承知おきください。 

それでは次第に沿って進めてまいりたいと思います。まず、第１回会合の開会に当た

りまして、東京都環境局長 和賀井よりご挨拶をさせていただきます。 

〇和賀井環境局長 皆様おはようございます。環境局長の和賀井でございます。本検討会

の委員をお引き受けいただきましてありがとうございます。また、年度末の大変お忙しい

中、検討会へご出席いただきありがとうございます。 

皆様もご案内のとおり、２０１０年にキャップ＆トレード制度をスタートいたしまし

て、今年でまもなく丸８年になります。この間、非常に順調に削減しておりまして、 

２０１６年度の実績で基準年度比２６％と大変大きな実績をあげております。世界的に

も非常に評価されているところでございます。ただ、この８年間、東京都は順調にいっ

ているんですけれども、国での検討は、なかなか進まないということもありまして、そ

の間に、アジアの、例えば、韓国や中国が先に行ってしまっているのではないかと感じ

ております。既に、排出量取引制度で、世界全体の７０億トンが対象となっていると聞

いております。小池知事も元環境大臣ということで、キャップ＆トレード制度に非常に

関心を持っていまして、かなり評価していると思っております。ただ、この間の、国の

動きが非常に遅々としているものですから、知事からは、東京都からもっと新しいもの

を打ち出せと我々も叱咤激励をされているところでございまして、２０２０年以降の第

３期に向けてさらなる進化をしていきたいと思っております。 

キャップ＆トレード制度の新たなスキームをぜひ忌憚なくご議論いただきたいという

ことと、大規模事業所は順調にいっていると思いますが、中小規模事業所と家庭の対策

が進んでいないのではないかという問題意識も持っておりまして、家庭は別のところで

やりますが、中小規模事業所の報告書制度についてもこの検討会で何らかのアドバイス

をいただければと思っておりますので、ぜひ色々とご議論をお願いしたいところでござ

います。 

第３期がスタートするのが２０２０年ということで、ちょうどパリ協定のスタートの

時期に当たり、東京オリンピック・パラリンピック開催の年でもありますので、新たな

スタートを切るには非常にタイミングがいい時期です。ぜひこの検討会の場で色んなご

議論をいただいて、いい制度にしたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いい

たします。 

○三浦総量削減課長 それでは、続きまして、委員及び臨時委員の皆様をご紹介したいと



存じます。資料１の委員名簿をご覧ください。五十音順にご紹介いたしますので、委員の

皆様には、その後に一言ご挨拶をいただければと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

まず、東京大学大学院工学系研究科建築学専攻教授 赤司委員でございます。 

○赤司委員 東京大学建築学専攻の赤司でございます。 

専門は、建築の環境設備でして、特に、建築物の運用におけるエネルギー消費、ＣＯ２

排出をどうやって下げていくかというようなことを中心に、研究、教育を行っておりま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

○三浦総量削減課長 ありがとうございます。では続きまして、早稲田大学政治経済学術

院教授 有村委員でございます。 

○有村委員 早稲田大学の有村です。 

専門は経済学でして、その中でも環境経済学をやっております。特に、排出量取引と

か炭素税の政策のデザインとかその評価を中心に最近は研究しております。それに加え

て、あとは、企業の省エネ取組とか家庭の省エネ取組とか、そういったもののインセン

ティブや評価といったものもやっております。よろしくお願いいたします。 

○三浦総量削減課長 ありがとうございます。続きまして、公益財団法人自然エネルギー

財団常務理事 大野委員でございます。 

○大野委員 財団の大野です。 

私は、今は自然エネルギー財団ですが、今日こういうふうに呼ばれたのは、もともと

東京都で仕事をしておりまして、今、和賀井局長からお話もありましたけども、この制

度がスタートしたのは２０１０年ですが、提案したのは２００７年、条例化したのは 

２００８年ということで、その当時、担当の部長、局長をやっておりました。第２期の

削減義務の義務率を決めるまで現職でこの制度を担当しておりました。またこういうふ

うに呼ばれると思っていなかったので、非常に私もびっくりしているんですけれども、

ただ、おそらく今回の検討の中では、最初の制度のときと違うのは、自然エネルギー電

力といったもののウエイトが高まったという点だと思います。そういう意味では、私の

まさに今の仕事がそのような仕事ですので、そういう部分でもお役に立てる部分がある

んじゃないかと思っております。よろしくお願いいたします。 

○三浦総量削減課長 続きまして、株式会社大和総研調査本部主席研究員 河口委員でご

ざいます。 

○河口委員 大和総研 河口でございます。よろしくお願いいたします。 

排出権といえば、私が８６年に書いた修士論文のテーマが環境税と排出権取引で、そ

の頃は非常に単なる理論としてあったと、その頃からやっていたのかというふうに言わ

れるんですけど、これがこういう形で現実的に非常にエフェクティブな形で動いている

なというのは、すばらしいことだと思います。私はそれ以降、余り排出権にはかかわっ

ていなかったんですけれども、企業の環境経営、それから最近はＥＳＧ投資と言われて

ますけれども、環境金融の分野で２０年ほど調査研究をしております。 

  東京都の環境委員も大野さんがいらっしゃったころにも務めさせていただいたのと、

あと高村先生と同じですけれども、環境省のカーボンプライシングの委員も務めさせてい



ただいています。よろしくお願いいたします。 

○三浦総量削減課長 続きまして、名古屋大学大学院環境学研究科教授 高村委員でござ

います。 

○高村委員 名古屋大学の高村でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

  私は法律の分野の国際法学、環境法学を専門にしております。この間、特に国際的な

気候変動政策、それから最近ですと再生可能エネルギーにかかわる法政策に関心を持って

おりまして、今回、東京都のこうした検討に参加をさせていただくことを、大変うれしく

思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

○三浦総量削減課長 続きまして、千葉工業大学創造工学部建築学科教授 望月委員でご

ざいます。 

○望月委員 千葉工業大学の望月です。よろしくお願いいたします。 

  私の専門は、建築設備の特に照明環境の分野を専門にしてまして、近年では、ＬＥＤ

に変えれば省エネはもう十分じゃないの、というような乱暴な議論も結構あります。建物

の仕様・設備の制約上、省エネに向けた工夫ができない環境でも、照明を交換することな

く運用方法を工夫するだけで省エネ化が図れる部分も結構あると思います。微力ながらお

役に立てればと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

○三浦総量削減課長 ありがとうございます。また、この検討会では、あらかじめ東京都

環境局長が座長を指名することとなってございまして、高村委員を指名しております。高

村座長、一言お願いいたします。 

○高村座長 局長からご指名いただきました高村でございます。先ほど局長からもご指摘

がありましたけれども、東京都の排出量取引制度のみならずですが、気候変動政策がこの

間大きく動いてきています。一つの要因はパリ協定で、パリ協定は非常にインパクトの大

きな合意でありますが、何よりもやはり低炭素ではなく「脱炭素」「排出ゼロ」を目指す

ということを明確に掲げたということは、世の中の流れを大きく変えた出来事だと思いま

す。 

  大野委員からもご指摘がありましたように、これまでどおり省エネ、エネルギー効率

改善は、もちろん気候変動対策の一丁目一番地ですけれども、同時に、さらに削減をして

いくときに再生可能エネルギー、自然エネルギーをどうやって入れていくか、エネルギー

転換をどうしていくか、そのインセンティブをつける制度としていくことが非常に重要に

なっていると思います。 

  都市からの温室効果ガスの排出量が世界の排出量の７割を占めるとも言われておりま

すが、現在の見通しですと、２０５０年にはさらに都市化が進むということも言われてお

ります。そういう意味では、東京都が先陣を切って取組を進めていらした、この東京都の

排出量取引制度をどういうふうにさらに大きく展開していくかということが、２０２０年

度以降の制度を考える際には非常に大事かと思います。 

  東京都のこの取引制度については、都市型取引制度といいましょうか。建築物も対象

にした、そこに大きな焦点を置いた、ある意味では世界的に非常に注目された制度だと思

っておりまして、２０２０年から３０年に向けたその取組、東京都さんは、２０３０年に

２０００年比で３０％という温室効果ガスの削減目標を２０１６年の環境基本計画で 



立てていらっしゃると思いますが、そこに向けて着実に歩み、脱炭素に向かえるような、

「さらなる進化」と局長はおっしゃいましたが、後退しないでアップグレードする、そう

いう制度の検討ができるといいなと思っております。 

  ぜひ先生方のご知見をいただいて、いい検討ができることを願っておりますので、ど

うぞよろしくお願い申し上げます。 

○三浦総量削減課長 高村座長、ありがとうございました。 

  なお、公務の都合により、環境局長和賀井はここで退席をさせていただきます。 

○和賀井環境局長 すみません、よろしくお願いします。失礼します。 

（和賀井環境局長 退室） 

○三浦総量削減課長 では、ここからの議事の進行につきましては、高村座長にお願いし

たいと存じます。高村座長、よろしくお願いいたします。 

○高村座長 ありがとうございます。 

  それでは、これから本日の議事について入ってまいります。本日、五つの議事につい

て検討を行いますけれども、まず最初に、削減義務実施に向けた専門的事項等検討会につ

いて、事務局からご説明をいただきたいと思います。 

○三浦総量削減課長 それでは、私から説明をさせていただきます。資料の２をご覧くだ

さい。削減義務実施に向けた専門的事項等検討会設置目的でございます。先ほどからご説

明しているとおりですが、キャップ＆トレード制度の削減義務率の決定、または変更など

事業所の温室効果ガスの削減に当たり、専門・技術的な検討が必要な事項について、検討、

議論するというものでございまして、環境確保条例にも義務率を決めるときには専門的知

識を有する者の意見を聞くということになってございます。 

  今回の検討事項でございますが、大きく２点ございます。１点目が、この大規模事業

所を対象とする、キャップ＆トレード制度の第三期以降の削減義務率及びそれに関連する

新たなスキームについて。そして、もう１点、中小規模事業所に対して義務的制度ではご

ざいませんけれども、地球温暖化対策報告書制度がございます。この制度における新たな

取組について、ご検討をいただきたいと考えております。 

  冒頭申し上げましたが、検討会については公開で実施いたしまして、資料と議事録は

環境局のホームページへ掲載させていただきます。ただし、個人情報を発言してしまった

場合には、議事録からは削除させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

  それから、資料に記載はしてございませんけれども、全体的なスケジュール感ですが、

まだ確定はしていませんが、今回も入れまして検討会は３回から４回程度開催をさせてい

ただきたいと考えております。この検討会でご検討いただいた後、パブリックコメント等

も実施いたしまして、できれば６月、あるいは７月ぐらいまでに内容を決定していきたい

と事務局としては考えてございますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○高村座長 ありがとうございました。ただいまの事務局からの説明について、ご意見、

ご質問ございましたらお願いできればと思いますが、いかがでしょうか。よろしいでしょ

うか。この検討会が何をするべきかということを明確にご説明をいただいたかと思います。 

  それでは、議事の（２）に入ってまいります。議事の（２）、それから続いて議事の（３）

です。議事の（２）、都を取り巻く動向、都が目指す将来像。そして議事の（３）にあり



ます、これまでのキャップ＆トレード制度について、事務局からご説明をお願いできれば

と思います。 

○事務局 事務局から、資料３に基づきまして、都を取り巻く動向、それから都が目指す

将来像について、ご説明したいと思います。 

  資料の３ですけれども、まず、１番目としまして、気候変動をめぐる国内外の動向と

いうところで、気候変動の原因であります温室効果ガスの状況、それから気候変動交渉の

状況等についてまとめております。一番下の４番目、サブナショナル・都市及び地方政府

のところだけ、かいつまんでご説明したいと思います。 

  まず、こちらの動きですけれども、Ｃ４０、世界大都市気候先導グループ、都も加盟

しておりますが、世界９２都市が加盟しているもので、全部で１８のテーマごとのネット

ワークに基づいてＣＯ２削減の取組を連携して進めている状況にございます。 

  それから、裏面のほうですけれども、上から２番目、アメリカの州政府の動きでござ

います。昨年６月、トランプ政権のパリ協定離脱が表明されましたが、これを踏まえて、

協定下の目標達成をしていこうということを表明する動き、それからブラウン知事、ブル

ームバーグ前ニューヨーク市長などが中心となった公約の集約・定量化といった、 

ＷＥ ＡＲＥ ＳＴＩＬＬ ＩＮ、ＡＭＥＲＩＣＡ’Ｓ ＰＬＥＤＧＥといったような動

きが進んでいる状況でございます。 

  それから、２番目、世界における排出量取引制度の動向ですけれども、パリ協定にお

いて市場メカニズムを活用するといったことがございまして、（１）にありますとおり、

ＥＵＥＴＳのほうで２０２１年以降の動き。それからＲＧＧＩ、アメリカのほうの動きで

すが、２０３０年のキャップを決定するといったような動き。冒頭ちょっとお話もありま

したが、お隣、中国でも２０１７年１２月に制度が始まっているなど、動きが広がってい

る状況でございます。 

  次に、３番目としまして、都の目指す将来像、世界一の環境先進都市といったところ

でございまして、都のほうは、２００７年６月に気候変動対策方針を公表し、目標を掲げ

て取組を進めてきた状況にございます。 

  その中で（１）ですけれども、２０３０年の温室効果ガス目標というものを、ＣＯＰ

２１に先駆けて公表しておりまして、ＣＯ２につきましては、２０００年比３０％削減、

それからエネルギー消費量につきましては、２０３０年までに３８％削減といった目標を

掲げて取組を進めるといったところでございます。こちらのほうは２０１６年の３月の基

本計画のほうで個別の政策として落とし込んでおります。 

  こちらの目標ですけれども、部門ごとの目標もつくっておりまして、下の表にあると

おりでございます。キャップ＆トレード制度の対象であります産業・業務部門、合計でお

おむね２０％程度の削減といったものが部門別の表として掲げてございます。 

  次に、この基本計画のつくりですけれども、「世界一の環境先進都市・東京」といった

ところで、五つの柱をつくっておりまして、気候変動対策は、冒頭にありますスマートエ

ネルギー都市の実現といったところに記載がございます。そのうち省エネルギー対策、エ

ネルギーマネジメント等の推進といった項目におきまして大規模事業所対策、それから中

小規模事業所対策といったものの記載がございます。 



  下の四角のほうですが、上段が大規模事業所に対するものでございまして、これまで

第２計画期間まで進んでいるといったところで、下から２行目、今後も次の計画期間に向

けて、より効果的な仕組みとなるよう改善を進め、引き続き制度を運用していくといった

記載がございます。 

  それから中小規模事業所のほうですけれども、こちらは下段のほうになりますが、取

組成果の高い事業所の公表等、事業者の取組意欲を喚起する効果的な運用を進めていくと

いったところで、いずれの制度についても効果的なものになるよう改善を進めるといった

ことが計画に書かれてございます。 

  ３番目ですが、「ゼロエミッション東京」に向けた具体的な施策展開の検討といったと

ころで、来年度以降、ＣＯ２を排出しない環境先進都市の東京を将来的に目指していくと

して、ゼロ・エミッション・ビークル、ゼロ・エミッション・アイランド、ゼロ・エネル

ギー・ビルディングといった取組を今後進めていくというのが、現在の東京都の方向性で

ございます。 

○事務局 続きまして、資料４について、事務局からご説明いたします。お手元の資料４

をご覧ください。キャップ＆トレード制度の概要でございます。 

  スライド１の棒グラフでは、都内のＣＯ２排出量の部門別の割合をお示ししています。

業務・産業部門は全体の約４８％を占めておりまして、そのうちキャップ＆トレード制度

の対象である大規模事業所は事業所数で約１，２００事業所ございますけれども、その 

１，２００事業所で４割を占めていまして、都内全体で見ますと、約２割がこのキャップ

＆トレード制度の削減義務の対象となっている状況でございます。 

  業務・産業部門の残りの６割が中小規模事業所でございますけれども、事業所数は約

６６万事業所もございまして、こちらを対象とした新たな取組、こちらについても後ほど

ご検討いただきたいと考えております。 

  スライド２をご覧ください。キャップ＆トレード制度の導入前でございますが、 

２００２年度から大規模事業所を対象に自主的な取組を促す計画書制度を実施しており

ます。２００５年度には、この計画書制度に評価・公表の仕組みを追加して、段階的に制

度を進化させながら取組を進めてきておりますけれども、本格的なＣＯ２削減に向けて２

０１０年度から義務的制度でありますキャップ＆トレード制度を導入した経緯がござい

ます。 

  スライド４をご覧ください。キャップ＆トレード制度の対象は、年間のエネルギー使

用量が原油換算で１，５００キロリットル以上の事業所でございまして、約１，２００ 

 事業所が対象となっております。削減を進める期間といたしまして、２０１０年から 

２０１４年度を第一期、２０１５年度から２０１９年度を第二期と設定いたしまして、削

減義務率が第一期は８％または６％、第二期は１７％または１５％と設定してございます。 

  削減義務のベースとなる基準排出量を事業所ごとに設定しておりますけれども、この

基準排出量は自主的取組の計画書制度を運用していた期間の排出量から設定しておりま

して、具体的には、２００２年から２００７年度までの連続する３カ年の排出量の平均値

で事業所ごとに設定しております。 

  不遵守時の措置といたしましては、罰金ですとか、あとは違反事実を公表するという



厳しい罰則を設けてございます。 

  続いて、スライドの５でございますけれども、本制度で義務の対象としているガスで

すが、これは燃料、熱、電気、そういったエネルギーを使ったことに伴って排出される 

ＣＯ２排出量、これを削減義務の対象としています。 

  スライド７をご覧ください。第一期、第二期の削減義務率ですけれども、東京都は 

２０２０年までの削減目標として２０００年比２５％削減という目標を立てておりまし

たが、こちらの目標からのバックキャスティングでそれぞれ設定してございます。さらに、

そこに事業所の削減余地も考慮して、計画期間ごとに８％、１７％という義務率を設定し

ているところでございます。 

  スライド８をご覧ください。キャップ＆トレード制度では、みずからの省エネ対策で

排出量を削減することを第一としておりますけれども、総合的な対策コストなどの合理的

な判断を踏まえて義務を履行できるように、排出量取引の仕組みも取り入れてございます。 

  スライド９をご覧ください。キャップ＆トレード制度の対象には、テナントビルがか

なり多く含まれておりますけれども、ビル全体の削減には、こういったテナントビルでは

オーナーとテナントの協力体制が当然必要になってまいります。そこで、この制度では、

全てのテナントにオーナーの省エネ対策への協力を義務づけておりまして、特に規模の大

きいテナントでは計画書を提出いただいて、その優良な取組を東京都が評価して、公表す

るという仕組みによって取組、テナントビル全体の省エネを促進しているところでござい

ます。 

  スライド１０をご覧ください。省エネに取り組む体制や設備、運用の取組が特に優良

な事業所を東京都がトップレベル事業所と認定いたしまして、削減義務率を緩和するとい

う仕組みも導入してございます。２０１６年度までに計１００事業所を認定してきてござ

います。こういった取組の優れたトップレベル事業所を広く普及していくために、認証ロ

ゴマークを活用した取組なども行っているところでございます。 

  続いて、スライド１１をご覧ください。第二期から導入した新たな取組を２点ほどご

説明したいと思います。 

  まず、スライド１１では、「低炭素電力・熱の選択の仕組み」について、ご説明いたし

ます。キャップ＆トレード制度では、需要側を対象としている制度ですので、その需要側

の省エネ努力というものをしっかり評価していくために、電気などの排出係数の悪化、も

しくは改善の影響を需要側が受けないように東京都が設定した固定の係数を使用して排

出量を算定していただくということにしております。 

  第二計画期間においても、この固定係数を東京都が設定しておりますけれども、東京

都が認定する排出係数の低い電力、または熱を需要側が調達した場合に、需要側に係数の

低さに応じたインセンティブとして、削減量を付与するという新しい仕組みを第二期から

導入してございます。 

  認定基準は、低炭素電力で排出係数が０．４以下、再エネ導入率２０％以上という要

件を設定して、東京都が認定しているというものでございます。 

  スライド１２には、東京都が認定している低炭素電力の認定事業者を掲載してござい

ますけれども、１５事業者認定してございます。また、昨年度の実績でございますけれど



も、１７の制度対象事業所で、この低炭素電力を選択いただきまして、この仕組みによる

削減量が算定されてますけれども、合計で３，０００トンほどになっておりまして、各事

業所の排出量に対する削減量の割合を見てみますと、２．６％程度というような数値にな

ってございます。 

  続いて、スライド１３では、もう一つ第二期から導入しました新たな仕組みでござい

まして、電事法第２７条に関連する義務率の緩和措置でございます。震災後に電力の使用

制限の要請がございましたけれども、その業種の特性から使用制限の対象から除外されて

いた事業所がございました。このような事業所につきまして、第二期には第一期より義務

率が高くなるということを踏まえて、削減義務率を緩和するという仕組みを導入してござ

います。 

  この対象としている事業所は大きく二つに分類しておりまして、一つが、人の命若し

くは身体の安全又は衛生の確保に著しい影響を及ぼすものといたしまして、医療施設、上

下水道など。もう一つが国民生活又は社会経済の安定に著しい影響を及ぼすものといたし

まして、データセンター、冷凍冷蔵倉庫、市場、空港、港湾施設、こういった事業所を対

象に義務率の緩和をしてございます。 

  ここまでが制度の概要についてのご説明でして、続いて資料５をご覧ください。これ

までの対象事業所の削減実績について、こちらの資料でご説明いたします。 

  スライドの１をご覧ください。グラフには制度導入以降の事業所全体の基準排出量か

らの削減率をお示ししておりまして、第一期の最終年度である２０１４年度では２５％削

減という大幅な削減を達成しておりまして、全ての事業所で第一期の義務を達成してござ

います。第二期の２年度目が最新値でございますが、延べ面積が増加しているという状況

の中でも２６％という大幅削減を継続しているという状況でございます。 

  スライド２をご覧ください。こちらのグラフでは、各事業所の第一期の基準排出量か

らの削減率をお示ししています。削減率がマイナスというのは、排出上限量より排出量が

増えてしまった事業所を示して、プラスは減った事業所をお示ししていますけれども、事

業所個別で見てみますと、１５％から２５％である事業所が４割を占めておりまして、一

方で全体を見てみますと、マイナス１７％から７５％と削減率が幅広く分布しているとい

うことも見えてきてございます。 

  続いて、スライド３をご覧ください。こちらには削減義務の達成状況を示しておりま

す。第一期は全ての事業所が達成したと申しましたけれども、９１％の事業所が自らの省

エネ対策で義務を達成しておりまして、残りの９％の事業所が取引を利用して義務を達成

してございます。第二期２年度目の状況で見ますと、約８割の事業所が既に第２期の義務

率を上回る削減を達成しているという状況にございます。 

  続いて、スライド４をご覧ください。こちらには延べ面積当たりのＣＯ２排出原単位の

推移をお示ししているものですが、事業所全体の削減が大幅に進んでおりますので、原単

位で見ましても着実に削減が進んでいるということが見ていただけるかと思います。 

  事務所で見てみますと、平均値では基準年度より２０１４年度は３０％削減、減少し

てまして、上位１５％の事業所で見てみますと、基準年度よりも原単位が半減していると

いう事業所も出現してきているという状況がございます。 



  スライド５をご覧ください。こちらでは２０１４年度に実施した対象事業所へのアン

ケートの調査結果を抜粋して掲載してございます。こちらの結果を見ていただきますと、

制度導入によって経営層の省エネ意識がかなり向上してきていまして、それによって事業

所全体のＣＯ２削減対策の底上げが実現できたのではないかと、このアンケート結果から

考えております。 

  スライドの６をご覧ください。こちらには対象事業所が実施・計画している対策につ

いて、お示ししています。これは今年度提出された計画書に書かれているものを集計した

ものでございますけれども、対象事業所では、第二期の義務履行に向けて、まだまだ対策

を実施、計画しているということが、こちらの結果から見ていただけるかと思います。特

に第一期は主に運用管理を進めながら削減を進めてきたという事業所が多かったんです

けれども、ＬＥＤ照明への更新を始め、高効率機器の導入に対する対策が増えてきている

ということがわかっております。 

  続いて、スライド７をご覧ください。取引の査定価格の推移をこちらに掲載してござ

います。第一期は何度も申し上げているように、事業所の皆様の削減努力で９割の事業所

が取引をせずに義務を達成しております。このグラフの中で赤色でお示ししているのが、

超過削減量の価格の推移でございまして、制度開始当初は１トン当たり１万円程度と言わ

れていたものが、第一期の義務履行期限の前後には１，０００円から２，０００円程度に

低下しているという状況がございます。 

  もう一つの青色のグラフでお示ししているのは、再エネクレジットの価格推移でござ

いますけれども、再エネクレジットも同様に下落傾向ではございますけれども、近年は少

し国内の需要が高まっているということもあって、価格が上昇してきているという傾向も

見られています。 

  続いて、スライド８をご覧ください。こちらには都内の最終エネルギー消費と都内の

総生産の推移をお示ししておりまして、制度導入以降も、この両者のデカップリングが進

んでおりまして、経済成長が進む中でもエネルギー消費量が着実に減少しているというよ

うな状況がご覧いただけるかと思います。 

  スライド９をご覧いただきますと、こちらには全国、都内の産業・業務部門、キャッ

プ＆トレード制度の対象事業所、この三つの削減推移をそれぞれお示ししていますが、こ

の制度対象事業所の削減がかなり継続的かつ大幅に削減しているということを見ていた

だけるかと思います。特にこの全国の水準、点線で示しているものと比較いたしますと、

制度対象事業所は２倍もの削減レベルになってございます。 

  議題３についての説明は以上でございます。 

○高村座長 ありがとうございます。それでは、ただいま事務局からご説明いただきまし

た議事の（２）、それから議事の（３）、資料でいきますと資料の３、４、５になりますけ

れども、こちらについて何か委員からご意見、ご質問ございましたら、お願いできればと

思います。 

  大野委員、お願いいたします。 

○大野委員 ２点あります。まず資料の３の３、東京が目指す将来像のところなんですけ

ども、ここで世界一の環境先進都市というスローガンが掲げられていて、２０３０年まで



に３０％削減という目標が立っている。これは確かに日本の都市の中で、日本の自治体の

中で見ると先進的かなと思うんですけども、ここに書いたみたいに世界一の環境先進都市

かという水準かというと、必ずしもそうじゃないんじゃないかなと思うんです。 

  やっぱり、冒頭に高村座長の話にもありましたけれども、パリ協定の後に脱炭素化と

いう新しい大きな目標が立てられて、もっともっと大きな目標が世界的に提起されている

と。その中で世界の都市、自治体であるとか、あるいはサブナショナル、州政府であると

か、もっと大胆な自然エネルギーの導入目標を掲げていたり、都市でもエミッション削減

の大きな目標を掲げているんだと思うんです。だから、やっぱりそれと比べると、そんな

にこの目標で世界一の環境先進都市と言えるほどの意欲的な目標じゃないというのが、リ

アルな考え方だと思うんです。 

  それでお願いとしては、この目標をすぐに変えるとかいう話にならないと思うので、

世界の状況をちょっと資料として出していただいたほうがいいんじゃないかなと思いま

す。恐らく、例えば州レベルでいうと、カリフォルニア州やニューヨーク州は２０３０年

までに自然エネルギー電力を５０％という目標を掲げているし、都市レベルでもいろんな

排出削減のゼロ・エミッション都市を掲げていると思うんです。 

  どうしてこのことを言うかというと、このキャップ＆トレード制度の対象になってい

る大規模事業所という中には、世界的にビジネスを展開している事業者の方もたくさんい

らっしゃると思うんです。だから、もっとそういう状況をわかっていただくことが、東京

都だけが何かすごい厳しいことを言っているわけじゃなくて、世界全体で脱炭素化という

大きな目標があって、都市レベル、サブナショナルをやっぱり見ても、そういう動きが出

ているんですよということをわかっていただくことが、今後の新しい第三期の制度をご理

解をいただく上でも必要だと思うので、ぜひそういう資料を出していただくといいんじゃ

ないかなと思いました。これが１点です。 

  もう１点は、資料の５なんですけども、削減実績があって、第二期は２０１５年、 

２０１６年と２６％とかなり減っているんですが、ただ別の見方で見ると、レベルアウト

してきているという、底を打っているみたいな見方もできると思うんです。そうすると、

もうこれ以上どうするんだという話になると思うんですが、ただ実際には、スライドの２

番を見ると、やっぱり事業所によっても相当違いがあるし、まだまだいろんな可能性があ

るんだと思うんです。 

  今後の削減の方策としては、自然エネ電力を使うというのはもちろんある、それは後

の議論なんですが。それだけでなくて、やっぱりエネルギー効率化という点でも、もっと

もっといろんな可能性があるんだと思うんです。それも、やはり実際に今までの事業所の

努力の中でも、そういう可能性をかなり大胆に使っている事業所さんと、そうでもない事

業所さんもあると思うんです。その辺の状況をもう少しリアルに見せていただくことが、

あるいは示すことが、今後の制度を深めることになるし、努力、ご理解をいただくことに

なると思うんです。恐らく、今後出てくるんだと思いますけども、そういう点についても

資料を出していただけるといいんじゃないかなと思いました。 

  以上、２点です。 

○高村座長 ありがとうございます。ほかにご意見、ご質問ございませんでしょうか。 



  有村委員、お願いいたします。 

○有村委員 ちょっと１点、非常に細かい確認なんですけども。資料３の都を取り巻く動

向というところで、２ページのところで世界における排出量取引制度の動向で、（１）主

な制度の状況という下のところでＥＵＥＴＳとＲＧＧＩと中国が書いてある点です。中国

は２０１７年１２月に制度開始をしたというよりは、制度導入を宣言したというのが、正

確な表現、事実だと思うので、そこは、こういう文で掲載されるということであれば、ち

ょっと確認したほうがいいかなと思います。 

  あと全般的な制度としては、先進都市として、日本の先進都市として東京が国を先導

して実施されてきて、これまで削減が進んできたということで、非常にすばらしい取組を

されているなと思います。 

  実は、私は国の排出量取引制度の委員会で２０１０年ぐらいに大野委員とか高村委員

と一緒にいろいろやって、結局導入に結びつかなかったという苦い経験があります。それ

から、実は東京都の税制調査会で専門委員を務めて温暖化対策税の検討をして、それも導

入に結びつかなかったということで、私がかかわった制度はいつも実現しないと感じてい

ました。今回、初めてちゃんと運用されている、成功している制度にかかわれるというこ

とで、個人的には非常にうれしく思っているところなんですけども、それがこういうふう

に結びついてきたというのは、すばらしいことだと思うんです。 

  ただ、２００８年ぐらいにこの制度が議論されたときとは違って、パリ協定の話もあ

って、低炭素から脱炭素化へというような話があるのに留意すべきだと思います。削減は

非常に進んでいるんだけども、まだちょっと、もっと頑張るべきだな。例えばこの照明を

見ても、この東京都の会議室でこれだけ照明が必要かというと少し驚きます。しかもＬＥ

Ｄですらない、とかいろいろふと思ったりもして、まだ、いろいろやれる余地はあるのか

なというような気はしております。 

  それと、あとはエネルギー消費。これは資料５の資料で、デカップリングが進んでい

るということが、８ページと９ページの資料にあります。しかし、これも今のところ、や

はりエネルギー消費で見ているというところで、今後の議論のテーマになると思うんです。

必要なのは排出削減であり、つまり電力の供給側のほうのことにも何かインセンティブが

与えられるような制度というのをしっかりつくっていくということも、今の時代には必要

になってきているのかなというふうに思っております。 

○高村座長 ありがとうございます。 

  河口委員、お願いいたします。 

○河口委員 資料の５の３ページ目なんですけれども、キャップ＆トレード対象事業所の

義務達成状況ということで、第一期、第二期というのがあるんですが、これで見ると、第

一期は、基本は自分で頑張って削減しようと、どうしようもないところが９％取引をした

のねというふうに。第二期は、頑張ってもそこまでできなかったから取引したのが２２％

になったのかなとか、これの要因分析ですね。かつどういうことをやって省エネを達成し

たのかというのは、そういった情報というのはシェアされているんでしょうか。 

  今、有村委員が言われたように、この電気でいいのみたいな議論をどのぐらいシェア

しているのか。この電気はこのままでいいんだけれども、運用を変えると、というような



こともあると思うんですけれども、じゃあ、その各事業所に省エネ努力をせいと言われて、

それぞれ独自にされていると思うんですけれども、ここでやったすごいおもしろい工夫だ

とかというのがシェアされれば、こういうやり方があったのねみたいになると思うんです

けど。そこを、この資料にはなくてもいいんですけれども、そういうことをシェアするよ

うな仕組みがあるのかないのか。または、好奇心というか、大体どういうことをやって、

皆さん達成してたのかなというところをちょっとお聞かせいただけますか。 

○高村座長 ありがとうございます。 

  望月委員、お願いいたします。 

○望月委員 同じく資料の５番のスライドの４ページ目のところで、左に平均値と上位 

１５％で比べていますが、もともと基準年度が少ないところと平均値との２０１４年まで

の削減割合からすると、実はそれほど変わらないのではないでしょうか。もともとポテン

シャルの高いところは少なくて、良い設備を持っているから、より多く削減できたという

感じには見えないですね。 

  先ほどのご意見と重複しますが、どの部分で削減されているのか、内訳をわかるよう

にしておいたほうが、運用による努力なのか、やはりもともと良い設備がないと頑張って

も限界があるのか、もう少し明確になると思いますし、助言もしやすくなるのではないか

と思います。 

○河口委員 ６ページ目にあるんですね。６ページ目に一応何をやったかというのを書い

てあるんです。 

○高村座長 赤司委員、お願いします。 

○赤司委員 皆さんのご意見のとおりだと私も思いますけども、先ほど何によってこれだ

けの達成ができているのかという話は、資料５の６のリストを見ると、基本的には新築時

の非常に効率のいい機器を入れているというところが結構大きいと思うんです。やはり大

規模建築になると、高効率な設備を導入しやすいので、目標を達成しやすい。最初はそれ

でいいと思いますが、だんだん頭打ちになっているというのは、運用で省エネが進んでい

ないことも一因になっている可能性もあります。どうやって運用のところで工夫して、省

エネを進められるかというところが結構大事だと思ってます。 

  しかし現状は、しっかりした方法論のようなものは明示的にないので、現場現場で試

行錯誤的にされているというのが現状だと思います。それをどういうふうに後押しするか、

どういうインセンティブを設計するか、何かガイドラインみたいなものが必要になるかも

しれませんし、中小規模の建築物では運用時の省エネは大規模建築物に比べるとさらにな

されていないのが現実ですので、そこがやはりポテンシャルとしてはあるのかなというふ

うに思います。 

○高村座長 ありがとうございます。特に先生方のところから、削減実績ないしはその幅

があるということ。それから、それの要因、成功の要因、あるいはなかなか削減が進まな

い、障壁が何かといったような、その分析について、もう少しあったほうがいいんじゃな

いかというのが全体的なご議論だったかと思いますけれども。 

  何か今の時点で事務局からお答えがございますでしょうか。 

○三浦総量削減課長 まず、今、高村先生からいただいた話でございます。ほぼ皆さんか



らいただいた話ですが、一つはやはり制度を導入したとき、自主的取組の制度から義務制

度に入ったときの最初の２０１０年度というのが、大きく１３％減っているというのがご

ざいます。 

  その次に、やはり震災があった２０１１年度に２２％減ということで、プラス１０％

ぐらい深堀りして減ったということがございまして、これは相当無理な節電、電気を消し

て、エレベーターを止めて、エスカレーターを止めてという前提ですが、ただ、その後は

揺り戻ししないでキープをしたものの、そこからは大きく減っている状況でないというこ

とは、確かかと思います。 

  要因分析のお話から言うと、やはり運用対策で当初かなり減らしてきている部分はあ

ったと思っていますけれども、震災の後は運用では限界があるというところで、ＬＥＤで

すとか高効率機器の導入が進んだのかなと考えています。 

  先ほど資料でお見せしたものでもあるんですけれども、計画書で今後どんな対策を予

定していますかというのを事業所に書いていただいたものがあって、その集計値を見る限

り、運用対策も設備導入も半々ぐらいかなと思っています。制度を導入して直ぐの状況を

調べたときも、運用対策も設備導入も大体半々ぐらいで、あとはそこの強度とか規模にな

るんですが、そこは数字としてどこまで見せられるかというのは、改めて検討させていた

だきたいというのが一つでございます。 

  １，２００事業所から毎年計画書を出していただいている中で、点検表という、各事

業所でどのような、何年の、どのぐらいの効率の、どういう設備を入れているのかという

情報を、全部いただいています。それを分析して、更新期に来ているものがどれだけある

のかというようなものがわかっていますので、そういうものを集計した削減余地を、次回

以降でお示しをしたいと思ってございます。 

  確かに底を打っているというところもありつつも、削減実績に幅があるとなっている

ように、まだ工夫の余地があるところは確かにあるのかなと感じていますので、その辺は

先生方に見ていただいて、ご判断いただきたいと考えてございます。それが余地、それか

ら要因分析のお話になろうかと思います。 

  それから、冒頭、大野委員から世界一の環境先進都市のお話をいただいたんですけれ

ども、我々もこの２０３０目標を決めるときに、他の国ですとか他の都市の目標をもちろ

ん横にらみで見てございました。基準年も違う中で比べて見ていますけれども、遜色のな

い、かなり意欲的な数字であるということは、申し上げさせていただきたいと、考えてご

ざいます。 

  もう一つ、中国のお話があったかと思うんですが、政治宣言というふうに我々も聞い

ております。ただ、もう動かし始めていると聞いていますので、何らかのものが、また近

いうちに出てくるのかなと思っています。今、電力だけが対象になっていると聞いていま

すし、アロワンスを含めて、走りながら決めていくんじゃないかというようなことも聞い

ています。 

  最後にお詫びですが、都庁舎は今改修の最中でございまして、今日の会議室はまだ改

修前で、改修が終わると全てＬＥＤに変わります。以上でございます。 

○高村座長 ありがとうございます。今、事務局からご説明ございましたけれども、恐ら



く今先生方からいただいた意見というのは、この後の今後の制度のあり方にも大変かかわ

っているところと思いますので、そちらのまた議論の中でも事務局へのご質問、あるいは

追加のコメントをいただければというふうに思います。 

  それでは、続いて、これがきょうの議題の目玉の一つでもございますけど、議事の（４）

２０２０年度以降のキャップ＆トレード制度についてということで、事務局からご説明を

お願いしたいと思います。 

○事務局 では、資料６をご覧いただけますでしょうか。２０２０年度以降のキャップ＆

トレード制度につきまして、ご説明してまいります。スライド１をご覧ください。 

  ２０２０年度以降の制度の在り方・方向性、この検討に当たりまして、最初にもう一

度これまでの経緯ですとか成果というものをまとめてございますので、ご説明していきた

いと思います。東京都は２００７年に東京都気候変動対策方針を策定いたしまして、東京

都がエネルギー需要側の大都市として、低エネルギー・低ＣＯ２型都市への転換に向けて、

対策強化が必要であるということをこの方針の中で提起いたしまして、２０２０年までの

削減目標というものを提示してございます。そして、その方針の中で施策の柱の一つとい

たしまして、この大規模事業所に対するキャップ＆トレード制度の導入を提起していまし

て、翌年の２００８年に制度導入を決定しているという経緯がございます。 

  そういったことから、キャップ＆トレード制度の導入は、この方針が掲げております

低炭素社会への転換、それと２０２０年までの削減目標、この実現を目指しまして、それ

までの自主的取組の計画書制度からＣＯ２排出量の削減を義務づけるという制度へ大き

くかじを切ったというものでございました。 

  スライド２をご覧ください。制度導入以降、やはり事業所の皆様の省エネの取組がか

なり進みまして、制度導入の初年度の時点で第一期の削減義務率を上回る基準排出量比 

１３％削減というような実績を上げていただいてございます。さらに、その先も事業所の

皆様の削減努力の積み重ねもございまして、震災の影響を受けました２０１１年度以降も

リバウンドするようなこともなく、削減が継続しているという状況がございます。 

  こういった成果を見ましても、やはり経営層を含む事業所全体、この省エネの取組が

しっかり事業所に根づいたというふうに感じておりまして、事業所の削減対策への底上げ

というものが、制度導入によって実現した我々は実感してございます。このような事業所

の皆様の削減努力による成果というものは、世界からもかなり高く評価をしていただいて

いるところでございます。 

  スライド３をご覧ください。２０１１年の震災を契機に、需給両面からの取組を強化

していく必要があるという認識に立ちまして、２０１５年度からスタートいたしました第

二計画期間、こちらでは需要側の省エネ、これは当然さらに推進していくということです

けれども、それに加えて需要側からエネルギーの供給側の低炭素化を促進するために、先

ほどご説明しました「低炭素電力、熱の選択の仕組み」という仕組みを導入してございま

す。 

  そして２０１６年には、繰り返し説明してますが、新たな環境基本計画を策定いたし

まして、こちらの枠の中に書いてございますような目標を立てております。この目標は、

下の図にお示ししてございますように、２０５０年までの長期的な目標水準、これを踏ま



えて設定しているものでございます。この計画の中でキャップ＆トレード制度は、より効

果的な仕組みとなるように改善を進めながら、引き続き運用していくと位置づけてござい

ます。 

  スライド４をご覧ください。このようなこれまでの取組を踏まえまして、２０２０年

度以降の制度の在り方を事務局で検討してまいりました。２０２０年には、気候変動対策

の新たな国際的枠組み「パリ協定」というものがスタートする年でもございます。また、

パリ協定が目標としております「脱炭素社会」、この実現に向けて、現在、世界の取組、

かなり加速してございまして、こういった動き、国だけではなくて自治体、企業、そうい

った非国家主体にも及んでいるというところを認識しております。 

  また、先ほどご説明したように、東京都はこのパリ協定に先立って２０３０までの意

欲的な目標を設定しておりまして、さらにはゼロ・エミッション東京を目指すということ

も宣言しております。 

  こういったことから、２０３０年とその先の脱炭素社会というものを見据えまして、

パリ協定がちょうどスタートする年でもある２０２０年度以降のキャップ＆トレード制

度というものは、新たなステージに立って取組を進化させていく必要があるというふうに

考えてございます。 

  そこで基本的な方向性でございますけれども、この第三期がスタートする２０２０年

を新たな転換点、出発点といたしまして、新たな目標の達成に向けて、省エネと、エネル

ギーの低炭素化、これをさらに推進していくということを考えてございます。これまで自

主的取組の計画書制度から、義務的制度へとステップアップしてきたところでございます

けれども、２０２０年度にはここからさらにもう一段ステップアップして、取組を進めて

いくことが必要ではないかというように我々では考えてございます。 

  スライド５をご覧ください。こちらからは、今ご説明した、基本的な方向性としてお

示しした省エネの推進とエネルギーの低炭素化の具体策として、事務局案をご説明してま

いりたいと思います。 

  まず、このスライド５では、省エネの推進に関連して、事務局案の①として２０２０

年度以降の基準排出量の考え方について、ご説明してまいりたいと思います。第一期、第

二期の基準排出量は、２００２年から２００７年度の排出量から設定しておりますけれど

も、繰り返しですが、これは自主的取組の計画書制度を実施していた期間の排出実績で設

定しているものでございます。この基準排出量からの削減義務として取組を進めている第

一期の削減実績について、グラフにお示ししておりますけれども、少し説明したいと思い

ます。 

  左側のグラフは横軸に第一期全体の削減実績、縦軸に制度導入初年度である２０１０

年度までの削減実績といたしまして、各事業所の状況をプロットしたものでございます。

青色のプロットが第一期に削減義務以上に削減をしていただいた事業所、黄色のプロット

が第一期は削減義務未満であった事業所をお示ししております。左側のグラフを見ていた

だきますと、第一期の削減実績であるこの横軸の分布と１０年度までの実績である、この

縦軸の分布、これが比例の関係にあることが見ていただけると思いますが、その分布とい

うのが、やはり大きくばらつきがあるということがご覧いただけるかと思います。 



  一方、この右側のグラフは縦軸だけを変えておりまして、縦軸が２０１１年度以降の

削減実績をお示ししているものでございます。１０年度の左側のグラフと全く違う傾向が

見ていただけるかと思いますけれども、震災以降の削減実績というものは、１０年度まで

の状況と大きく異なってまして、事業所間でかなり平準化してきているというふうにご覧

いただけるかと思います。 

  また、２０１０年度までは基準排出量より排出量が増加していた黄色のプロットの事

業所も、縦軸の削減率がゼロより上のところにあるような事業所もありまして、つまりは

増加であった事業所が、２０１１年度以降削減に転じるというような事業所も出てきてい

ることがご覧いただけるかと思います。 

  こういったことから、義務的制度の導入ですとか、あとは２０１１年の震災、そうい

った時期の徹底した省エネの取組によりまして、この第一期の事業所の取組レベルという

ものは平準化していきているんではないかというふうに考えてございます。 

  スライド６をご覧ください。２０１０年度以降の排出量の規模を見ていきますと、左

側のグラフで２０１０年度が含まれている青色の棒グラフを見ていただきますと、 

２０１０年度が含まれる期間で見ますと、この２０１０年度の排出量が一番大きい排出量

となる、最大排出量となる事業所というものが圧倒的に多いということが分析してわかっ

ております。 

  さらに右側のグラフを見ていただきますと、２０１０年度以降の排出量が含まれる場

合、その２０１０年度の排出量とそれ以外の年度の排出量というものの差というものが、

大きく、一方で２０１１年度以降の排出量で見てみると、その年度間の排出量の差という

ものが小さいということが、分析してわかってございます。こういった排出量の状況など

を踏まえまして、事務局案でございますけれども、義務的制度導入以降の取組実績から、

第三期以降は新たに基準排出量を設定いたしまして、全ての事業所が新たなスタートライ

ンに立って省エネ行動を強化、加速していく必要があるのではないかというふうに考えて

ございます。 

  ２０２０年度以降の取組を進化させていく上でも、現状からの取組レベルをしっかり

明確にして進めていく必要があるようにというふうに考えてございます。 

  具体的には、２０１１年度以降の最大排出量から基準排出量を設定することを考えて

ございます。 

  以上が、事務局案の①のご説明でございます。 

  続いて、スライド７でございますけれども、省エネの推進の事務局案の二つ目といた

しまして、２０２０年度以降の義務率の考え方について、ご説明したいと思います。第一

期、第二期には、２０２０年までの目標からバックキャスティングで義務率を設定したと

ご説明いたしましたけれども、第三期以降には新たな２０３０年目標というものを設定し

てございますので、この２０３０年目標からのバックキャスティングで義務率を設定する

ということを事務局で考えてございます。 

  まず最初に、都の２０３０年までの削減目標というものを踏まえて、大規模事業所の

２０３０年の目標排出量、この考え方をこちらのスライドではご説明したいと思います。

都の２０３０年目標の２０３０年時点の部門別の目標排出量を、表の中にお示ししていま



す。産業・業務部門では、２０．１百万トンと設定してございます。 

  これは２０３０年時点の電気の排出係数が、０．３７に改善されるという、エネルギ

ーの供給側の削減分も加味した目標でございます。これから大規模事業所の目標排出量を

設定していくに当たりましては、需要側の削減分のみをこの制度の中では考慮するという

ことから、排出係数をキャップ＆トレード制度で固定にして設定している０．４８９に置

きかえまして、２１．１百万トンから２４．８百万トンというふうに計算してございます。 

  これを、さらにこの産業・業務部門における大規模事業所と中小規模事業所、この排

出量規模の割合に応じて配分いたしまして、大規模事業所で１０．０７百万トンというふ

うに算定いたします。そして、さらにキャップ＆トレード制度では、地域冷暖房施設、要

は熱を供給する施設と、その熱の供給を受ける需要側、この両者を対象としてございます

ので、そこでエネルギーのダブルカウントが生じております。それを考慮する必要がござ

いますので、この１０．０７百万トンに、そのダブルカウント分である０．６８百万トン

を加算いたしまして大規模事業所の２０３０年目標排出量である１０．７５百万トンとい

うものを算定してございます。 

  続いて、スライド８に移っていただきまして、２０３０年の大規模事業所の目標排出

量からバックキャスティングを図示してございます。バックキャスティングして義務率を

算定いたしますと、第三計画期間では平均で７％、第四期では１７％というふうに算定し

てございます。 

  このとき、新たに基準排出量を２０１１年度以降の排出量から設定してスタートする

ということを考慮いたしまして、２０３０年までに必要となる削減量の配分というものを、

第三期と第四期で３対７に配分いたしまして、第三期をスタートするということを前提と

して、７％、１７％という数字を算定してございます。 

  今申し上げたこの算定結果につきましては、今後事業所の削減余地も分析して、実現

可能性も踏まえて決定してまいりたいと考えてございますので、この点につきましては、

次回以降の検討会で皆様からご意見、ご議論いただきたいと思います。また、第四期、 

１７％とお示ししておりますけれども、第四期の義務率につきましては、第四期開始前に

改めて専門家の皆様から、やはり同じように意見を聞いた上で決定すると条例に規定して

いるものでございますので、あくまで今回は見通しとして参考にお示ししているものでご

ざいます。 

  第二期の超過削減量の取り扱いでございますけれども、これは翌計画期間である第三

期へバンキングしたいと考えております。少し細かな話ですが、第一期から第二期にも、

第一期のクレジットを第二期にバンキングするという手続をやっているんですけれども、

第一期から第二期に排出係数が１．２倍になったということがありまして、第一期から第

二期に持ち越すクレジットの価値が減ってしまうことがないように、クレジットも 

１．２１倍してバンキングするという、細かな対応を行ってきています。 

  第三期のバンキングについては、第三期は２０１１年度以降の排出量から新たに基準

排出量を設定することで、義務量が第二期より少し縮小するということが起きるんですけ

れども、その縮小する率に応じて、第二期から持ち越す量を減量させるというようなこと

はしないで、第二期の超過分をそのまま第三期にバンキングできるような方向で検討して



いきたいというふうに考えてございます。 

  スライド８の説明は以上で、こちらまでが事務局案②のご説明でございます。 

  では、続きまして、スライドの９でございます。ここからは、基本的な方向性のもう

一つの柱であるエネルギーの低炭素化の推進、これに向けた事務局案といたしまして、事

務局案③、２０２０年度以降のエネルギーの低炭素化推進の考え方について、ご説明して

いきたいと思います。 

  まず、最初に、東京都の再エネの目標でございますけれども、東京都は電力の大消費

地としての責務を踏まえまして、都内の再生可能エネルギーによる電力利用割合というも

のを、２０３０年度までに３０％程度に高めると、そういった高い目標水準を設定してお

ります。 

  脱炭素社会を実現していくためには、需要側の省エネ行動を強化するということに加

えまして、再生可能エネルギーの導入拡大というものは不可欠であると考えておりまして、

需給両面からの取組強化というものは欠かせないと考えてございます。 

  これまでキャップ＆トレード制度はエネルギーの需要側をターゲットとした制度でご

ざいますけれども、事業所の取組、省エネを推進するというものでございまして、この取

組をしっかり適切に評価するということのためにも、供給側の電気の係数悪化、または改

善といった影響を受けないように排出係数は固定にしています。これに加えて第二期から

は、先ほどからご説明している、低炭素電力、熱の選択の仕組みというものを導入してご

ざいます。この導入によって需要側にインセンティブを与えて、低炭素電力の選択を促し

て、供給側の低炭素化、これを推進する取組を現在行っているところです。 

  今後、脱炭素社会を実現していくということと、都の２０３０年目標、再エネ導入目

標、この達成に向けて、需要側からのエネルギー低炭素化、これを促進する取組が必要で

あると考えてございまして、この第二期から導入している低炭素電力選択の仕組み、こう

いったものを拡充することなどで、再エネの導入割合が高く、排出係数の低い電力の選択

にインセンティブを与えて、エネルギーの低炭素化をさらに加速させていく必要があるの

ではないかと考えてございます。 

  スライド１０、ご覧いただけますでしょうか。現行の低炭素電力の選択の仕組みを、

おさらいで書いてございますけれども、再エネ電源そのものを評価する観点から、排出係

数と再エネ導入率の二つの指標では、ＦＩＴの再エネも含めて評価してございます。その

ため、排出係数は実排出係数を用いて評価をしているところでございます。導入率のほう

にも、再エネ電源といたしまして、ＦＩＴを含む再エネ電源で評価してございます。そう

いった指標を用いて、インセンティブといたしましては、排出係数の低さに応じた削減量

を算定して、需要側にインセンティブとして与えるという、そういう仕組みにしてござい

ます。 

  第三期以降の検討の方向性でございますけれども、やはり三期以降も引き続きこの再

エネ電源導入に対する評価は継続していきたいと考えてございまして、再エネ導入の割合

が高い電源選択へのインセンティブ、これを拡充していけないかと考えてございます。 

  ただ、そういった検討をしていく中での課題といたしましては、２０１８年度から新

しく取引が開始される、非化石価値証書というものがございます。こういったものの環境



価値の取り扱いも、今後のエネルギーの低炭素化推進の検討の中では、十分考慮して検討

していかなければならないと考えてございます。 

  以上が事務局案③のご説明でございます。 

  最後に、スライド１１、ご覧いただきまして、その他の事項といたしまして２点挙げ

てございます。一つ目でございますが、対策実施が限定される医療施設、これに新たな緩

和策を検討するというものでございます。 

  ２点目が、資金規模の弱い中小企業への対応といたしまして、第二期からこういった

中小企業に対しては、削減義務の対象外とするような措置をとっておりますけれども、こ

ちらにつきましては、第三期以降も引き続き継続していく必要があると考えているもので

ございます。 

  以上で議題４に関するご説明、終わりたいと思います。 

○高村座長 ありがとうございます。 

  それでは、ただいまいただきました事務局からのご説明について、委員の先生方から

ご意見いただきたいと思います。 

  ここでの議論の進め方ですけれども、拝見しますと、大きく二つの事項があるように

思います。一つは２０２０年度以降の制度の基本的な在り方・方向性という点、それから

現在の、現行の制度を踏まえた上でさらにどうしていくか、省エネの推進に関する考え方

というふうな書き方で事務局からは提示をされていますけれども。およそスライドの８ま

でのところと、それからそのあとのスライドの９以下のエネルギーの低炭素化について、

そして、それから、その他事項と分けて議論をしていこうかと思います。もしそのような

進め方でよろしければ、まずこのいただきました資料のスライドの８までのところ、基本

的な制度の考え方、それから省エネの推進に関する考え方とタイトルが付けられていると

ころについて、ご意見をいただこうと思います。 

  河口委員、お願いいたします。 

○河口委員 今、高村先生がおっしゃったその部分が、逆にポイントになるのかなと。外

から見た場合に、とにかくエネルギーを使わない省エネなのか、エネルギーの中身を脱炭

素にしていくというのか、どっちを優先するのかなと。今、世界的に見ると、省エネとい

うこと以上に再生可能エネルギーへの転換みたいな話がふえてきていて、先ほどのご説明

にもあったように、ＲＥ１００、日本ではまだ５社しか署名してないですけれども、これ

からこういうのをふやしていこうとなったときに、リニューアブルでやろうよという話に

なると、まあまあ省エネも必要だけれども、ある程度設備も入れて、運用もそれなりのこ

とをやってたらそこで頭打ちになるじゃないのよ、ということもありますし。そういうこ

とを考えると、再エネに転換をしたいというようなことを考える企業が増えてもおかしく

ないと思うんですけれども。 

  この設計思想としては、とにかく何でもいいから電気の使用量をまず減らしてと、そ

の中身を少しずつ転換していくというのがファーストステップ、セカンドステップという

ことなのか。今から考えるのであれば、どっちを先にしようが、それは企業の自由なのよ

という設計になるのか。私は前者の設計思想だと思うんですけれども、その設計思想でこ

れからの特に東京にいる大企業に対応する場合に、いいのかどうなのか、というのがよく



わからないので、そこから議論したほうがいいような気がします。 

○高村座長 ありがとうございます。基本的な考え方のところについて、東京都のこの制

度をどういう方向でどういう重点を置いてやっていくかということについて、少し議論し

たらどうかというご指摘だと思います。それも含めて、ほかの先生方から意見をいただき

ながら進めようかと思いますが、いかがでしょう。 

  有村委員、お願いいたします。 

○有村委員 今のご指摘の流れでいうと、結局そうすると、技術的に今後削減余地がどの

ぐらいあるのかということと、運用改善でどのぐらい削減する余地があるのか。その運用

改善も、震災直後のかなり厳しい運用改善というわけでもなくて、日常業務ができるよう

な、範囲での可能な運用改善とかでどのぐらい減らすことができるのかというあたりの情

報というのが多少ないと、どのぐらい省エネを求めることができるのかというのが変わっ

てくるんだと思うんですよね。そうすると、建築のご専門の先生とか、あるいは東京都で

把握なされている情報を精査して、その上で考えていくということが必要になってくるの

かなというふうに思います。それで、それは次回以降で、そういう資料が出てくるという

ふうに理解しているので、それは非常に重要なところでございます。 

  まず、それが１点で。あと全体で設計としては、東京都の削減目標があって、我々は

大規模事業者対象の制度をやっているわけですけども、家庭に関してもこういうのを同じ

ように東京都で別のところでやられているということなんですか。削減目標を実現するた

めの施策というのを家庭に向けてもやっていて、大規模事業者の期待するのは、このぐら

いの割り当てだという形でやられているというところなんですよね。 

  とりあえず、そのバンキングという制度が排出量取引でよくある制度であって、これ

自体は事業者の意思決定をスムージングするのにとても有効な制度だというふうに思っ

ております。東京都では、実際うまく機能しているんじゃないかなと思います。ただ、バ

ンキングの量が現状で一体どのぐらいになっているのか、結局それがどのぐらいのインパ

クトを及ぼすのかというのも、第三期の制度設計を考える上では重要になってくると思う

ので、その辺は教えていただきたいなと思います。 

  それから、あと６ページ目のところで、ご提案で２０１１年度以降の最大排出量から

新たに排出量枠を設定するというご提案が具体的に出ているんですが、これは結局、既に

制度が始まって、ある程度の年数が経て、しかも削減も実現していてということなので、

いつまでも２０００年代のデータを使うのはちょっと違和感があるということで、いいと

思うんです。これが実際どのぐらいの量になるのかというあたりというのは、何かもう既

に試算とかされているのでしょうか。あるいは、今後それが出てくるということなんでし

ょうか。 

○高村座長 ありがとうございます。今、いくつか具体的なご質問があったと思いますけ

れども、もし事務局から今お答えができるようでしたら、していただくといいかと思いま

すが、いかがでしょう。 

○三浦総量削減課長 まず、河口委員からお話があった点なんですけれども、私ども、も

ちろん再エネの状況は、今の世界の状況を含めて十分認識をしてございます。ただ一方で、

やはりキャップ＆トレード制度というものは、あくまでも温室効果ガスの排出総量を削減



したいというところから始まっておりまして、東京都の施策全体としても、やはりまず省

エネ、まず今消費しているエネルギーをただ再エネに置きかえるのではなく、まず減らす

というのが第一だろうと考えてございます。 

  ただ、その上で今度そこの減った部分をいかに低炭素に変えていって、ゼロに近づけ

ていくか、多分ローリングだと思うんです。減らして、縮めて、減らして、縮めてという

ふうになっていく中で、特に私どもの制度は需要側の制度を担ってございますので、やは

りエネルギー消費量を減らしていただくというのが第一、需要側としてやっていくという

ところが第一だと思っています。 

  ただ一方で、これは有村先生がおっしゃった部分とも通じますが、どの程度減らせる

のかというところで、排出量取引という義務の履行手段が一つございますけれども、義

務の履行手段の一つとして、再エネの導入を使っていく、エネルギーの低炭素化に向け

た行動を促しつつ、義務の履行手段としても使っていただけるような拡充というか、制

度にしていけたらいいなというのが我々事務局側、東京都側の思いというところでござ

います。 

  その上でどの程度減らせるのかというところも、次回以降お出しをしていきたいと思

いますけれども、それなりの余地というのは、先生方もいろんなビルをご覧いただいて

いるのでご存じかと思いますけれども、今が本当に全く底かというと、まだ事業所によ

ってもちろん出っ込み、引っ込みが相当程度ありますけれども、もう少しお願いできる

部分があるのではないかと、思っているところでございます。ここはまた改めてお示し

したいと思っています。 

  もう一つバンキングについてはおっしゃるとおりで、ここも総量削減とのバランスが

すごく難しいところではあるんですけれども、基本的には世界ではバンキングをずっと

期限なくどこまでも認めるという制度も多いと思うんですが、東京都の場合は、やはり

削減してほしいというのが第一にあるので、次の期まで努力はもちろん認めつつ、次の

期までという制約をしています。第二期から第三期に持ち越される量というのが８００

万トンＣＯ２ぐらいと想定をしてございます。ただ、排出量取引を排出枠全体に対して認

めているものではないので、不足した分だけに充てるという前提でやっておりますので、

全部に充てていいよという制度にそもそもなっていないんですね。そういう意味では、

不足した分しか充てないという前提がございますので、多少インパクトというのは少な

いのかなと思います。 

  ただ、二期から三期になるに当たって基準排出量が変わってきますので、やはり事業

者さんによっては、これまで努力した部分がある意味消えてしまうんじゃないかという

ご心配もあるかなと思っておりまして、そこは二期で削減努力をいただいた分について

はきちんと三期で使えますよというところで担保もしていきたいなと考えているところ

でございます。 

  基準排出量の再設定に関する試算ですけれども、スライド８をご覧いただきますと、

全事業所の２０１１年度から２０１４年度までの最大排出量をトータルで積み上げたも

のが、この棒グラフの黄色の合計１３．１０百万ｔ、これが新たなスタート地点の基準

排出量になろうかと考えてございます。 



  以上です。 

○高村座長 ありがとうございます。ではほかの委員、大野委員、お願いいたします。そ

の後、赤司委員、お願いいたします。 

○大野委員 ３点あります。まず今も話にありました河口委員がおっしゃった省エネなの

か再エネのかという話なんですけれども、これはやっぱり両方だということだと思うん

です。２０５０年脱炭素社会をどういうふうに実現するかという議論は世界的に行われ

ているんですけれども、国際エネルギー機関、ＩＥＡのレポートであったりＩＲＥＮＡ、

国際再生可能エネルギー機関のレポートを見ても、やはりエネルギー効率化と再エネの

両輪でやっていくということが基本的な考え方なので、どちらか一方とかじゃなくて、

順番はエネルギー効率化が第一の資源であるという考え方もありますけれども、いずれ

にしろこの両方をやっていくということは、ある意味確立した考え方なので、東京都の

制度もそれはそういうことでいいんじゃないかなというふうに思います。 

  それから２点目に基準排出量の再設定ということなんですけれども、これも有村委員

がおっしゃったように、私もいつまでも２００２年、２００７年の数字を使うというの

は、いろんな意味で難しさがあるので、再設定をするのはいいんだと思うんですけれど

も、ちょっと説明でわからなかったのは、２０１１年度以降の最大排出量からと書いて

あるんですが、これ２０１１年度から２０１９年度までということなんですか。いつま

でのということがないので、そこから説明してほしいということと、もう一つ大きな問

題は、やはりそうすると、第一期、第二期のもちろん義務率は全事業所共通なんだけれ

ども、実際にどこまで減らしたかというのは事業者さんによって違うので、やはり頑張

って早く減らしたところが、最大排出量が小さくなっているので、結果的に削減が厳し

くなると。逆に、義務率のすれすれでやったところが比較的多めの基準排出量がとれる

みたいな話になってしまうと、やっぱりそれは不公平感が出るんだと思うんですよ。そ

こはどういうふうに対応されるのかということと、それから一つはバンキングの量とい

うか、一つの説明だと思うんですが、そういうことも含めて、どういう、今までの取組

の評価とイメージというのを、次に頑張った人がやっぱり評価されるという仕組みが大

丈夫なんですよということがわからないと、やっぱりどうしても不公平が出ちゃうんじ

ゃないかなというふうに思います。 

  それから３点目なんですけれども、８番目の表で第三期、第四期の切り分けがあって、

第３期７％、第４期１７％と。今回決めるのは第三期で、第四期は参考ですよというこ

とはいいと思うんですが、この３対７だと確かおっしゃったと思うんですけど、この考

え方自体は、第一期、第二期を決めるときの考え方だと思うんですよね。ただ、第一期、

第二期をこのようにやったというのは、総量削減義務を入れるというのは、そもそも初

めてだったので、そういう意味で準備期間が必要だからということで３対７にしたんで

すよ。ただ、今回の場合、継続中の制度なので、本当にこういう傾斜をつける必要があ

るのかなという議論があるんだと思うんです。ですから、そこにいろんな議論があって

いいと思うんですが、一つの考え方としては、必ずしも３対７である必要はなくて、 

５対５であるとか、あるいは極端な話、前倒しで先に進めるという、要するに温室効果

ガスというのは累積排出量の問題だけですから、そういう意味で考えると、早くやって



もいいという考え方もあるので、必ずもこの３対７である必要はないんじゃないかなと

いうふうにも思いました。 

  以上です。 

○高村座長 ありがとうございます。 

  赤司委員、ではお願いいたします。 

○赤司委員 運用の省エネのポテンシャルがどれくらいあるのかというご質問があったと

思います。震災後の電力危機に対応して２０１１年度には２２％削減して、その後も引

き続きリバウンドすることなく維持されているというのがあるのですが、そういうとき

に、本来望ましい環境とは違うある種我慢した環境で省エネを図っているとすれば、そ

れは適切な状況ではないと思います。例えば照明による照度設定とか、空調による室温

設定などを適正にして省エネを実現されていればいいのですが、我慢していることがず

っと続いているとすれば、それがある種、頭打ちのような形になって、こういう状況に

なっている可能性があります。 

  我々はそういう我慢が運用の省エネとは思っていません。建物に入っている空調シス

テムや照明システムは基本的には設計段階で必要な余裕を見ています。ですので、運用

段階でうまくチューニングしていくと、それなりの省エネは生み出せます。 

  ただ、それがどれくらいなのかというのは、もともとの設計性能に左右されるのでは

っきりとは明言できないのですが、運用の省エネを行う場合と行わない場合で平均的に

はプラス・マイナス10％ぐらいは開きが出ると感じています。設計段階の性能に余裕を

見過ぎているような場合は、それ以上の結構な削減の可能性は出てくるのではないかと

思っています。 

  ですので、さっき言われたように、それなりの可能性というか、ポテンシャルはある

と私は感じています。ただ現在は、ほとんどのビルオーナーの方は省エネで利益を上げ

ようとしていないと思いますので、その方々に運用の省エネをどうやったら進んでやっ

てもらえるのか、あるいは脱炭素化ということで再エネ導入を推進しなくてはならない

なかで、ＥＳＧ投資をどうやって呼び込み、再エネ機器を新しく導入してもらえるのか、

というようなところに響くような制度設計やインセンティブがないと、ポテンシャルが

あってもなかなか省エネや低炭素化が進まないかもしれないということを危惧していま

す。 

  それと、８ページ目のバンキングのところですけれども、クレジットは制度が切りか

わる境でバンキングするという方向で検討することは結構だと思いますが、今既にバン

キングしているところは、もうこれ以上やらなくてもいいというふうに思われると、そ

れはそれでマイナスの方向に力が働くこともあるのではないかと思いました。 

○高村座長 ありがとうございます。 

  では望月委員、お願いいたします。 

○望月委員 まずは単純な質問ですが、スライドの５枚目の左右のグラフで、ブルーの第

一期、これは右側のグラフの凡例と逆ですか。黄色とブルーは逆ですよね。 

○事務局 申しわけありません。右側のグラフの凡例でブルーが不足、オレンジが超過と

書いています。左側の凡例が正しいもので、右側のグラフも同じでございます。 



○望月委員 右側のグラフのブルーのプロットのほうで、左側のほうは５０％を超える、

より頑張っていたところが結構ありますが、そこがなくなっているのはどういうことな

のか、というのが疑問です。後、質問ですが、先ほどのバンキングの話や、削減費の配

分、第三期と第四期の３対７の話ですけれども、まずは削減の総量、量を減らすという

ところに第一の目標があるということなので、例えば設備更新のタイミングとかがもし

あるのであれば、まずは運用で頑張れるところまでを、とりあえず第三期の目標の比率

になるようにして、運用で頑張れる部分だけをバンキングして稼いで、その後はさらに

設備を更新してぐっと減らすというような内訳の設定の仕方もあるのではないでしょう

か。件数が多いので、一律に値を決めるのは難しいと思いますが、そういう比率の考え

方もあるかと思いました。 

  以上です。 

○高村座長 ありがとうございます。今望月委員からありましたスライド５のところのご

質問は具体的なご質問だったと思いますが、もし事務局からお答えがございましたら。 

○事務局 スライド５の左側のグラフについて、御質問をもう一度、お願いいたします。 

○望月委員 黄色の２０１０年までに削減目標が達成できなかったところが、２０１１年

以降頑張った、ということはわかるんですけれども、２０１０年までに結構頑張ってい

たところも、達成できなかったところとほぼ同じようなレベルになってしまっていて、

頑張らなくなったのか、あるいは限界がきているのかという質問です。 

○事務局 いずれも、両方あるかと思っております。更新のタイミングが早かった事業所、

タイミングが２０１１年度以降になった事業所もあるかと思います。早いタイミングに

更新がきている事業所であれば、２０１０年度までの段階で大幅な削減率が達成できて

いるところもあり、それ以降は、それまでの削減よりは少し平準化していくという事業

所もあるかと思います。そういった事業所もあるかと思いますし、ある程度２０１０年

までの段階で、義務の達成が見えてきたので、削減が弱まっているというようなことも

中にはあるかなと考えております。 

○高村座長 ありがとうございます。 

  河口委員、お願いいたします。 

○河口委員 先ほどの質問も含めてなんですけど、私は最初からこれはやらされる側の事

業者の立場になったら、どういうふうなメッセージなのかなということをずっと考えて

いまして、まず最初に、今までやってきた成果というので最初の議論にあったように、

結構東京都って頑張って減っているんだということを、都内の事業所に勤めている私と

しては、全然認識していないわけですよ。それで、オフィスに出勤して、そういうメッ

セージがあるかというと、全然ないわけです。ただ、前お聞きしたとおり、私が入って

いるビルは優良ビルになっているらしいと。会社でうちのビルって優良ビルらしいよ、

といっても誰も知らないわけですね。 

  何が言いたいかというと、だから総務の担当の人が粛々とやっていて、そこに来てい

る社員の人たちが知らないレベルで、都のＧＤＰは上がっているけどＣＯ２減っているん

だみたいな、意外と頑張っている、ということも都民が知らないレベルで。それはその

設備だとか、本当に総務の人の専門家が裏で、何か舞台裏でやってくれたら我々も全く



認識しなくてもいいレベルでできているのかなと。ここまで来たんだということであれ

ば、これからもそういう形でいくのか、多分でもこれからは運用だとかなんとかとなる

と、ここで暮らしている人たちの認識というところも、一緒に頑張らなきゃ多分だめに

なるんだろうな、というふうなことが１点。 

だから総務部長に言われても担当はこれ以上運用の省エネはできないと。総務部長が

次にやれと言われたときに、何をやればいいのだと。設備を更新するのか、それよりも

再エネ価値を買ってきたほうが安いのか。逆に大企業であるとか、上場企業だと投資家

の立場から企業を評価すると、質問項目として出てくるのは、お宅のエネルギーの何割

再エネにしていますかみたいな質問になってくるわけですよ。省エネって、０．５％減

らしましたとかって、大変な努力だけど地味な話だから、余りそれは評価されにくく、

それよりも再エネを６割にしたとか７割にしたとか、ビルでＬＥＥＤをとっているだと

か、そっちのほうが努力として評価されやすくなる。投資家からそういうところの評価

が出てくるねと。 

  かたや東京都の制度では、いやいやそうじゃなくて、地味でもいいから０．１％ずつ

削減で、３％や５％とか地味に削減しましょうと。これってすごい大変なんですけど、

地味だから、そのためにオフィスに来ている社員さんがみんなうちは１％減らすために

頑張るぞみたいな、余り何かわくわくしないんですよ。だけどうちのエネルギー全部再

エネになったんだっけとなると、結構わくわく感があるんですね。 

  ですので、これからやるということで、みんなを巻き込むためのメッセージだとかと

いう部分が大切になるとすると、ここの省エネ設計で、何が大事なのかなと。優先順位、

あくまでも省エネが先となると、地味な省エネにまた設備投資をすること。それが本当

は環境的に正しいのかもしれないんだけれども、皆さんを巻き込む手段としては、再エ

ネやっているんだっけみたいなこととか、もうちょっとみんなを巻き込んで運用のとこ

ろに行けるような仕組みがこれに見えてこないんですね。 

  今までは総務部長が頑張って設備を新しくするとか、運用のところで半分のライトは

消灯するよみたいなのでよかったけれども、それから後２０２０年以降に考えられるの

は、やっぱりオリンピックで在宅勤務を推進しているというのをすごく聞いている。オ

リンピックのときにみんなに出勤されると大変なことになるから、ロンドンでもロンド

ンオリンピックを契機に在宅だとかという制度の導入がすすんだそうです。今の働き方

改革の中でも、オフィスに出てこないでとかサテライトオフィスでとか、いろいろと働

き方改革がある中で、２０２０年以降、出勤風景が変わる、オフィスのあり方も多分変

わってくると思われるんですね。 

  やっぱりそれはどこまで想定がこれでできるのかというのは別問題なんですけれども、

そうするとみんなオフィスに来ないで自宅にいるみたいな。そうするとオフィスは勝手

に減っているよねとか、そういうこととかも多分ありながらのこれだということを、何

かのシナリオでもいいんですけれども、どこかに入れた上で、制度のあり方を考えてい

くというか。その数字もそうなんですけど、この制度を一般の人が見たときに、東京都

は何を求めているのかなって。じゃあ私は何をすればいいのか、ということを明確にし

ていただくといいかなと思います。 



○高村座長 ありがとうございます。 

  今ちょうどこのスライドの８くらいまでの基本的な考え方についてご意見いただいた

ところですけれども、追加でご意見はございますか。 

  では、有村委員、お願いいたします。 

○有村委員 私も都内の大学に勤めていて対象事業者だと思うんですけど、実際に確かに

一教員としては全然制度があるというのは全く感じないというか、わからないでいます。

ただビルが２年前にできた最新型のビルなので、オフィスの鍵を閉めた瞬間に照明が消

えるとか、かなりそういった省エネ型の設備をつけたり上に太陽光パネルをつけたりと

かやっているんで、東京都の制度に対応をしていろいろやっているんだろうなというの

は、結果的に専門と近いので知っているというくらいな感じだとは思います。でもそれ

でもやっぱり運用で見ていると、すごい明るいラウンジで、ＬＥＤだとは思うんですけ

ど、電気がガンガンついていたりするんで、まだこういうところはうまくできるんじゃ

ないかなとか、そういうのは何かユーザーとしては思っているところです。 

  あとオリンピックの話でちょっと、これは全くの別の視点なんですけれども、働き方

改革とかと合わさって、そのままオフィスに来なくなるんじゃないとかいう話は当然あ

ると思うんです。もう一つはオリンピックの後に不景気が来るんだろうと。そのときに、

むしろビルの改修とかというビジネスが景気の浮揚に役に立つのだったら、まだ改修す

る余地のあるビルがいっぱいあるんであれば、それを促進するような制度というのもあ

ってもいいのかなという、ちょっと全く別の視点ですけれども、そういうのもあるかと

は思います。そういうものがあるかということなんですね。まだ改修する余地があるビ

ルが都内にいっぱいあるかという。 

○高村座長 赤司委員、お願いいたします。 

○赤司委員 省エネか再エネかという、二者択一ではないと思います。再エネを導入する

ことはもちろん必要ですが、再エネだと需要のデマンドに即してそれを全部充てるとい

うことが、その時刻、時刻で難しくなる面もあるので、そのビルごと、エリアになるか

もしれませんけども、適切にエネルギーのマネジメントをしないと、再エネを十分に活

用できないという面が将来的には出てくると思います。そうしたときに、ではそのエネ

ルギーマネジメントはどうすればいいのかというと、やはり省エネを進める中で建築の

設備とかシステムをどのように運用していくのか、それでどのくらい省エネを達成でき

るのか、といった知見を蓄積することが必要になります。再エネを単純に導入すれば、

それで脱炭素になるということではないと思います。再エネを導入することは必要です

けど、それをうまく最大限活用するというところの知見は、専門的な話にはなりますが、

大野委員が言われたように、省エネと再エネの両方、両輪で回す中でしか得られないの

ではないかと思います。 

○高村座長 ありがとうございます。これまでの議論の流れを聞くと、やはり制度全体と

してどういう考え方でいくのかという、河口委員のご発言が発端になって、自然エネル

ギー、再生可能エネルギーの導入のインセンティブを与えるものとしての、排出量取引

制度についてもご意見が出始めていますので、後半の議論に移っていきたいと思います

が、これまでの委員の皆さんの意見について、仮の確認をしたいと思います。私のアセ



スメントですけれども、２０２０年以降の基準排出量の考え方については大筋ご異論は

なかった、いくつかデータとして精査をして、具体的にどういうふうに運用するかとい

うところは、義務率との関係がございますので、それは次回以降の議論だと思いますけ

れども、２０２０年以降の基準排出量の考え方としては大きな異論はなかったと見てお

ります。 

  それからもう一つ、義務率の考え方についても、７のところですが、バックキャステ

ィングについては大筋異論はなかったと思います。例えば大野委員からもありましたよ

うに、じゃあ実際に三期、四期の具体的な義務をどういう水準に設定するのか、どうい

う考え方で設定するのか、その配分の問題についてご意見がありました。それからさら

に複数の委員から意見がありましたバンキングの取り扱いについて、具体的にどういう

ふうに取り扱うのかということにかかわっているんだと思いますけれども、それは次回

以降削減率の水準も見ながら恐らく検討をする事項であろうかと思います。これまでの

議論の当面の確認として、そういうようなまとめでよろしいでしょうか。 

  わかりました。もし最後に何かございましたらご意見をいただくとして、それでは議

論の重点をスライド９以下、もう既にかなり議論をいただいておりますけれども、エネ

ルギーの転換のほうですね。低炭素化の推進の考え方、９ページ目、それから１０ペー

ジ目、そしてその他事項についてご意見をいただければと思いますが、いかがでしょう

か。 

  大野委員、お願いいたします。 

○大野委員 ここはなかなか難しくていろんな議論があると思うので、ちょっと一度に全

部意見を言えないかもしれないんですけれども、まず確認なんですが、スライド９、 

１０に２０２０年度以降、第三期、第四期の制度設計が書いてあるんですが、もともと

削減義務率を決めるのは第三期だけということなので、例えば低炭素の仕組みなんかに

ついても、三期と四期、これを一緒ということで決めるつもりなのか、それともとりあ

えず第三期を決めるつもりなのか、ここはちょっと明確にしておいたほうがいいかなと

いうふうに思います。 

○高村座長 今非常に具体的なご質問をいただいたと思いますので、事務局からお答えい

ただけますでしょうか。 

○三浦総量削減課長 資料の最初が三期、四期となっていますが、省エネのところでも四

期の義務率１７％は参考で示しただけということで、今回の細かいスキームについては

全て三期のみで考えております。特にこの再エネの関係について我々もまず２０２０年

までに、非化石価値の話も含めて相当動きがあるだろうということもありますし、さら

にその先２０３０年に向けてとなると、また相当変わってくると思いますので、そこは

また四期のときに改めて、議論が必要だと思っていますので、あくまでこれは三期とい

うことでお願いをしたいと思います。 

  ご案内が遅れましたが、先生たちの机上に非化石証書についてという資料を参考に置

いてございますので、議論の中でもし必要であれば、参考にご覧いただきたいというふ

うに思います。 

○高村座長 ありがとうございます。 



  大野委員、それでは引き続きお願いします。 

○大野委員 それからこれもちょっと確認みたいになっちゃうんですが、１０ページのと

ころで現行の低炭素電力の仕組みで第二期固定係数から引くとなっているんですが、こ

れさっきのところで聞けばよかったんだけど、第三期もこの第二期の固定係数を使うと

いうのは、これは継続するということになっているんでしたっけ。ここ何か余り説明が

なかったような気がしたんですけど。 

○三浦総量削減課長 第一期から第二期のときには、第一期が０．３８２だったものを、

第二期には０．４８９に変えてございます。これはご存じのように震災があって、係数

が実態と相当ずれているということがあったので、変えているんですが、今回は基本的

にはほぼ変えない前提で考えてございます。 

○大野委員 わかりました。じゃあその辺を前提とした意見なんですけども、やっぱり低

炭素電力の仕組みって、第二期で導入したわけなんですが、そのときと比べてもやはり

自然エネルギー電力、再生可能電力というのは非常に大きくなってきたし、それから第

三期だけということなので、２０２０だから２０２４年ですよね。２０２４年というと、

今から６年後ですから、その６年後、東京都の削減義務率というのは要するに平均でク

リアすればいいということなので、最終的にはそこのところが問題になってくるという

ことを考えると、やはりどういうものを低炭素電力として認めるかというのは、第二期

の時よりはもう少しかなり厳密にというか、要求水準を高くしないと、自然、再生可能

電力の要求の仕組みとしてもインセンティブも働かないんじゃないかなというふうに思

うんです。 

  ここ、第二期のところには、例えば、まず認定基準として二つあって、排出係数が 

０．４以下であることと、導入率は二つ、どっちでもいいと、再エネ導入率２０％以上、

または低炭素火力４０％ということなんですが、低炭素火力というのはこれは恐らく確

か天然ガスのコンバインドサイクルの数字だったと思うんですよね。 

  だからそうすると、その第二期の時との状況の違いというのが電力自由化が進んで、

もちろん高圧や特高については第二期のところでも選べたんだけれども、実質的にはそ

んなに選択余地がなかったわけですよね。それに比べると今は実質的にも自由に選べる

というふうになってきたということを考えると、例えば導入率が、低炭素火力、コンバ

インドサイクルの天然ガス４０％でいいよ、というと、これが本当に自然エネルギーの、

再生可能エネルギーの導入になるのかなというと、ちょっと緩過ぎるんじゃないかと思

うんですよ。だから、ここは相当今の状況に応じて、認定基準についても、かなりもっ

と本当のインセンティブが効くような数字に設定しなきゃいけないだろうなというふう

に感じます。 

  それからもう一点は、今度はじゃあインセンティブ削減量をどうカウントするかとい

う方法なんですが、ここは基準排出量を設定する第二期の、第三期も同じになると思う

んですが、固定係数から実際に購入する電力の実排出係数のほうを使うということです

よね。そうすると考え方として、さっき基準排出量を算定するときに、もともと１回、

今の高い排出係数で２０３０までの削減の削減量を一回膨らませているわけですよね、

基準排出量を。そのままやっちゃうと、つまり逆に東京都の事業所だけにもかかわらず、



日本国全体として実際の排出が下がっていく部分も入ってきちゃうんじゃないかと思う

んですよ。だからここはもうちょっとやはり厳しめにしておかないと、自然エネルギー

導入のインセンティブに働かないんじゃないかなというふうに思います。 

  なかなか難しい仕組みなんですけど、ちょっとここは大分よく検討しなきゃいけない

かなと、まず最初の意見です。 

○高村座長 ありがとうございます。ほかの委員の方は、いかがでしょうか。 

  既にかなりご意見いただいておりますけれども、１点、聞き漏らした、見漏らしてい

る可能性があるんですが、現状の都の電力消費量に占める再エネの割合というのはどれ

くらいなんですか。 

○神山計画担当課長 １１．１％です。 

○高村座長 ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。 

  河口委員、お願いいたします。 

○河口委員 質問なんですけれども、確か再エネの事業者は認定されているということで

したよね。資料にあったかと思うんですが。資料４の１２ページですので、これで幾つ

か認定されているようなんですけれども、これからこういう事業者も増えてくるであろ

うと思われる一方で、エネルギーの再エネの中身がまた問われていて、インドネシアの

パーム油をもってきてそれでバイオマスとかって、あり得ないだろうみたいな、それで

も認定されちゃうのかとかね、中身もいろいろと議論になっていて、これは係数でここ

だよというふうにしているんですけれど、今後こういうふうなものを認定するとすると、

どういう基準で認定していくのかなって、結構ひどい再エネも出てくるであろうと、も

う想定されるので、ここの透明性の高さというのも東京都がどういう再エネをプロモー

トしているのかということで、今後の議論としてもうちょっと表に出して、これの認定

基準みたいなこともある意味できちんと議論していかないと、何かよくわからないけど

半分でもいいんだってみたいになると、この制度自体が決してよくないので、これもぜ

ひ検討課題に入れてください。お願いします。 

○高村座長 ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。 

  有村委員、お願いいたします。 

○有村委員 具体的な質問とか提案というより、コメント的、感想的なものなんですけど、

先ほど来、河口委員から、かなりの再エネの導入が非常に重要だというお話があって、

実際世界的な流れでＥＳＧ投資とか、ＲＥ１００の話があって、東京はやはり世界の大

企業が東京にオフィスを構えているので、多分そういう動きに今後ますます非常に敏感

になってくるんだと思うんです。東京都の制度も今まですごくうまくいってきていて、

ここでもう一回何か、でも割と削減も安定してきているというか、何となくゆっくりに

なってきているなというところでいうと、もう一回ブーストをかけるというような意味

でいうと、ここで何か実は再エネ導入にもインパクトがあるんだというのも打ち出せる

と割と強いメッセージになり得るのかなと。世界に冠たる環境の先進都市東京というイ

メージとすごく符合するのかなというふうに思っていて、ここの制度づくりは非常に重

要だなと思います。 

  事業者さんは多分改修して安くできるところは改修すればいいし、そうじゃなくてう



ちは改修は難しいけど高いけども再エネで頑張るんだというような事業者さんはそうい

うふうに頑張っていただいて、グローバルな企業だったらそれでグローバルにアピール

もできるしというようなあたりで、とても重要なところだと思うんです。実際、今のと

ころのこれまでの制度設計のところで、１７事業所ですかね、これをやったのは。なの

で、まだまだやっているところはすごく一部だという感じだと思うんですよね。 

  背景としては、自由化のほうがすごく進展してきたので、これから選択肢が増えてい

くということで、多分まだ増加するのかなというのも思いながら、何かまだスキームと

してはそこまで魅力的になっていないのかなというのは、もし事業者の方にヒアリング

とかしてみて、どうしたら彼らが利用したくなるのかなというあたりもちょっと検討さ

れるといいのかなというふうに思いました。 

○高村座長 ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。 

どうぞ、河口委員、お願いします。 

○河口委員 再生可能エネルギーばかりというわけではなくて、今の流れとしては、一般

の人へのアピール力というか、マーケティングサイドの話をすると、再生可能エネルギ

ーをやったよというほうが、地味に１％ずつ省エネをやっているというよりもアピール

しちゃうよというところがあって、これからどういう制度設計をするか。総務部長さん

が粛々とやればいい専門分野での業務であれば、１％の削減でこういう形でという専門

でいいんですけれども、多分これからは私たちみたいにテナントの中で一般で働いてい

る人たちまでもアピールするというふうになると、１％の削減をやっていればいいんだ

というのだと、なかなか共鳴されないので、そうするとそこに再エネというものをどう

絡めていくか。それで何度も言いますように、ＥＳＧ投資の判断基準としては、省エネ

努力をやっているということよりは再生可能エネルギー１００みたいな、そういう質問

をするわけですよ。となると、総務部長としては、削減のために何かまた大きい設備を

買うぐらいだったら、ちょっと高くても再生可能エネルギーにしようかなみたいな経営

的な判断にもなり得るので、そういうようなニーズにも合わせて、どちらが選択できる

かって有村先生もおっしゃったんですけど、そういうようなことも踏まえて、何を目指

してる制度設計なのか。逆に言えば１％の削減とか、３％の削減で地味だけれども、東

京都としてそういうふうな、認証じゃないけど頑張っているよマークみたいなのをつけ

て、例えばそういうふうなマークを得ている認証事業所です、というようなことが投資

家向きにアピールできるような仕組みにするとか、それは再生可能エネルギーを何割入

れたのとほぼ同等の価値があるんだよみたいな。そういうところまで含めないと、どう

しても意思決定をする際に流れやすいとなると、再生可能エネルギーを買ったほうがイ

ージーだとなると、多分そうなる可能性もあるし、省エネを地味にやるということをも

うちょっと同じくらいにアピールできるような仕組みも必要で、それをトータルで考え

たほうがいいなということです。 

○高村座長 大野委員、お願いいたします。 

○大野委員 河口委員のおっしゃることは気持ちとしてはわかるんですけども、一つは省

エネを地味にとおっしゃっているんですけど、やっぱり省エネという言葉のネガティブ

なイメージというか、何かやっぱり暑いのを我慢するみたいな話とか、小まめに何か消



すみたいな話とかあるんですけど、本来そういうものじゃないんだと思うんですよ。シ

ステムとして変えていくということ。そういう意味では本当に省エネという言葉がいい

のか、世界的に使うエネルギー効率化という言葉がいいのかってあると思うんですけど、

まずちょっとイメージの問題があるのかなと思ったのが一つ。それからやっぱり総量削

減義務なので、総量削減義務というのは別に省エネで減らせという義務じゃないんです

よね。別に排出量を減らす義務なので、それはエネルギー利用量を減らしてもいいし、

再生可能エネルギーを増やしてもいいし、あるいはトレードしてもいいのがもともとで

すから。そこで何か省エネで減らした価値と再エネで減らした価値を差をつけるんじゃ、

やっぱりおかしな話になっちゃうんで。むしろそうでなくて、それをやろうと思ったら、

さっきから議論になっている再生可能エネルギーの導入の義務のところを本当に厳しく

するとか、厳密にするとか、そういう方法でやるべきであって、ちょっと削減量の違い

を何かするみたいな話というのは、筋が違っちゃうんじゃないかなという気がします。 

○河口委員 すみません、省エネが先ですというお答えがあったので。だったら逆に今お

っしゃったように、私も省エネが地味であれば、その言葉も直して、もうちょっとエネ

ルギー効率化都市宣言みたいなふうにして、もうちょっと何かポジティブな。やっぱり

省エネというと何か爪に火をともすという、どうしてもそういう３．１１の後の暗くし

てみたいな、だからそこも含めて言葉のマーケティングの、ポジティブにエネルギーを

使わなくてもＣＯ２を出さなくてエネルギーを使わなくても快適に暮らせる都市だ、とい

うことが言いたいわけですから、そういうことも含めて単なる省エネと言い方が悪けれ

ば、私も逆にそういう省エネ、省エネと言っていると、だんだんみんなやる気をなくな

っちゃうから、ちょっと別な方法がいいんではないかと思っているんで、そこも含めて

ご検討いただければと思います。 

○高村座長 事務局からお願いいたします。 

○三浦総量削減課長 私が省エネが絶対ですというように受け取られる発言をしてしまっ

た部分があると思います。河口先生がおっしゃっていること、大野委員のおっしゃって

いること、基本的に私ども同じ考えというか、今の制度の中でも省エネを第一としつつ、

取引というのは義務履行手段と言っていて、頑張ってまず省エネをやってくださいねと

は言いますけれども、その義務を最終的に履行さえできれば、取引であろうと、自ら省

エネであろうと、全く区別、優劣をつけていないというのが前提です。要は削減キャッ

プをきちんと守っていただければいいという前提です。 

  ただ、先ほどの河口先生の話とかなりリンクするのかなと思うんですけど、これまで

取引が少ないというのは、もちろん事業所の方にものすごく努力していただいているん

ですが、やはり他からＣＯ２を買ってくるよりは、自分の付加価値、要は省エネや設備更

新をすれば将来的には光熱水費も含めて、将来にわたってメリットがあるということな

ので、そちらを選ぶというのが、実はアンケート等をしても、それからヒアリングに回

っても、事業者さんからよく寄せられる声です。会社の付加価値を高めたいと。 

  どちらかというと取引に対するイメージが、他からＣＯ２を買ってくるというイメージ

がまだ日本ではそれほど一般的ではないので、なかなかそこには手を出しにくいという

部分がある中で、再エネを省エネや排出量取引と同じような義務履行手段、両輪とおっ



しゃいますけど、３つの義務履行手段とする。イメージ的には再エネを入れるほうがや

りやすいし、会社としての決定も取りやすいというところがあるとすると、再エネも大

事な義務履行手段として、取り入れていくということが重要ではないかと思っています。 

  省エネをしないと再エネはだめということでは全くありませんので、同時に全部を進

めていきたいというふうに考えています。 

○高村座長 ほかにございますでしょうか。 

  私から座長の役割ではなく委員としていくつか申し上げたいと思います。需要者側の

再エネ利用を拡大する方法で再生可能エネルギーをこの制度の中にどう取り込んでいく

か、が非常に重要だと思っております。一つの理由は、再エネのコストが下がってくる

傾向にある中で、下げていくということを政府も言っているわけですけれども、そうい

う意味ではエネルギー効率改善のコストが高い事業者さんにとってはもう一つ別の削減

のオプションができるということにもなると思います。もう一つは河口委員もおっしゃ

いましたけれども、建築物・不動産なり企業の価値を上げることができるという意味で、

事業者にとって、決してコストだけの話ではない取組のパースペクティブというのでし

ょうか、見方が見えてくるんじゃないかと思います。 

  そういう意味では基本的な方向性としてはぜひ拡大していただきたいと思っているん

ですけれども、他方でこれは大野委員もおっしゃっておりますし、エネルギー効率の文

脈で赤司委員などもおっしゃっておりましたけど、この制度だけで全部できるわけでは

なくて。再エネの３０％という東京都の目標も、排出量取引制度は一つのドライバーな

り推進の枠組み、仕組みではあると思いますけれども、本当に３０％とやるとすれば、

当然別の施策も必要で、それは同じことが省エネについても言えると思います。 

  ただ、もしそうはいっても大規模な排出事業者さんを対象にしている、しかもビルデ

ィング、建築物ですと、特に最近、電力自由化以降特に顕著ですけど、一括受電システ

ムの仕組みを導入されていて、建築物のオーナーさんが電源の選択をしてしまって、テ

ナントは選択できないという事態もある。そうすると、例えば今の例ですけれども、や

はり取引制度の中にうまくインセンティブを入れていくことが、再エネの拡大に非常に

重要なツールにもなると思います。 

  ただ、そのときにもう一つ、これは釈迦に説法ですけれども、事業者さんが運用も含

めて努力をしていただいている中で、かなり高い削減率にしないと、まだ再エネのコス

トがそれなりに高い中であえて転換するインセンティブはなかなか働かないのではない

かとも、思います。したがってこれは削減率の問題にも返ってくる。どういう制度設計

にするかということですね。これは大野委員がおっしゃった低炭素電力の認定の仕方で

すとか、導入をした事業者がどういう見返りといいましょうか、評価をされるのかとい

う、そこの制度をどううまくつくるのかということにもつながると思います。 

  もう一つは、非化石証書のところなんですけれども、これは河口委員もおっしゃった

ように、どうなんだろうという再エネもＦＩＴの下で認定してしまっているんですが、

都が３０年までに電力消費量の３０％という次元で考えると、今１１％だとすると第三

期というのは２０％くらい、２０％超くらいのところを通るような経路が想定されます。

そうすると、残念ながら日本の今の再エネの導入からいくとＦＩＴの電源を使わないと、



その水準にはいかないだろうと思います。そうするとやはり非化石証書の扱いをどうす

るかが検討課題となる。残念ながらまだ証書に電源の情報が示されない形の証書となり

そうですので、当面そこをどうするか、ちょっと悩ましい問題で、再生可能エネルギー

を推進するためにはこれをうまく使いたいんだけれども、じゃあＦＩＴで認定されたも

のは何でも認めちゃうのか、このジレンマがあるように思いまして、ぜひこの点は次回

以降、議論させていただければと思っております。 

  ほかに何かございませんか。 

  大野委員、お願いいたします。 

○大野委員 １点だけ。ちょっと確認を忘れちゃったんですが、今の現行の制度だと低炭

素電力選択の仕組みとセットで高炭素電力にペナルティーを加えるという、石炭火力み

たいなものばかり使っている事業者が仮にあったとしたら、それはペナルティーをとい

う仕組みがあると思うんですが、あれは継続するという理解でいいんでしょうか。 

  それとの兼ねあいなんですけども、低炭素電力は次回具体的な設計を踏まえてと思う

んですが、仮に高炭素電力をペナルティー、要するにこれは日本の場合、石炭火力に対

しても非常に大事な制度にますますなっているなと思うんですが、残るのであれば、低

炭素電力の認定基準は再エネか低炭素火力かというのをもうやめてしまって、むしろ再

エネだけにしてしまうと。それで石炭じゃなく高効率天然ガス火力を使う電力会社への

インセンティブとしては高効率火力のペナルティーがある、というほうがいいんじゃな

いかなと思います。これは意見として申し上げます。 

○高村座長 ありがとうございます。全体を通して何か言い漏らしたことはございますで

しょうか。議題の資料の６について、よろしゅうございましょうか。 

  基本的な特に制度の考え方、基準年の設定の考え方、削減義務率の考え方ですね。こ

うしたところについては大筋ご了承いただいたと思います。しかしながら今の議論でわ

かりますように、再生可能エネルギーの取り扱いを含め、それから具体的に、三期、四

期の義務率の水準、義務率の設定の仕方等々、残った課題がございますので、これは次

回以降、さらに検討を進めていくということでお願いができればと思います。 

  それでは、続いて議事の（５）に移ってまいりたいと思います。中小規模事業所向け

の地球温暖化対策報告書制度における新たな取組について、事務局からご説明をお願い

いたします。 

○事務局 それでは資料７についてご説明いたします。中小規模事業所向け地球温暖化対

策報告書制度における新たな取組についてということで、資料の内容につきましては１

から６の記載のとおりでございます。 

  この報告書制度につきましては、２０１０年から制度を開始しまして、現在で８年目

でございます。この制度は大規模事業所の制度とは異なりまして、所有する事業所全体

を合算しまして、３，０００キロリットル以上となる事業者が報告書の義務提出者とな

る制度です。それ以外の事業者も全て任意で提出が可能となっております。 

  スライド３にこの制度を都のWebページで検索できる内容を示しております。事業者名

や事業所名等を入力しまして、お示ししている画面のようにそのＣＯ２の状況や取組状況

が出てくるようになっております。 



  この制度の実績につきましては義務提出者と任意提出者がありまして、義務提出者は

２８６社、このうち約９割は大企業やそのグループの事業者です。具体的にはコンビニ

の大手チェーンですとか、ドラックストアのチェーン、また最近ではREIT（リート）な

どの貸しビル業が対象となっております。 

  この義務提出者で必ず提出しなければならない対象となっている事業所は２万２，０００ 

事業所、それ以外にもこの義務提出者の中で小規模な事業所について任意でご提出をい

ただいておりまして、合計で約３万事業所の提出があります。そのほとんどは業務系の

事業所です。また任意提出者につきましても、２，０００者、４，０００事業所の提出

をいただき、この報告書制度にご参加をいただいております。 

  産業業務部門における大規模事業所の占める割合は約４割と先ほど説明しましたが、

それ以外の６割が中小の事業所でして、うち義務提出者のカバー率につきましては、 

３４％相当となっております。 

  次のスライドをご説明いたします。これまでの成果につきましては、エネルギー使用

量は２％の減、原単位は９．６％の減となっております。しかし、直近４カ年につきま

しては原単位が横ばいとなっているところで、今回皆様にご意見をいただきたいところ

と考えております。 

  これまでの成果と課題につきましては、環境基本計画におきまして、目標を定めてお

りますけれども、下のグラフに示すとおり、２０１２年度から２０１５年度までの平均

の削減率につきましては、左の青い部分が削減が少しでも進んでいない事業者、右の白

い部分が削減が少しでも進んだ事業者といったふうに分けますと、ちょうど半分で、進

んでいる・進んでいないといったところが分かれる、というのが現状となってございま

す。 

  次の７スライド目につきまして、こういった課題を抱える中、環境基本計画におきま

して、成果の高い事業所の公表と事業者の取組意欲を喚起する効果的な運用を進めてい

くといった今後の目標を定めております。 

  この取組を進めていくための前提としまして、この地球温暖化対策報告書につきまし

ては、削減義務や罰則を使う手法ではないといったことと、対象が２万事業所を超える

ということで、膨大な数があるということ。また、店舗の拡大や縮小など事業所数の変

化に応じて、床面積の増減が大きいといった点が挙げられます。 

  今後の新たな取組につきまして、二点考えております。一点目は、優良な者を評価す

る仕組みの導入です。事業者の取組意欲を喚起するために義務提出者を対象に評価の仕

組みを導入し、優良な者にランクを付与し、公表するといったものです。また、事業者

単位の報告であり、毎年度いろいろな状況で事業所数の変化がありますので、こういっ

た特徴を踏まえまして、ＣＯ２の削減率だけでなく原単位についても、評価に取り入れた

いと思っております。 

  二点目につきまして、先ほどからいろいろとご議論いただいている再生可能エネルギ

ーについても、中小の報告書制度につきまして取り入れていきたいと考えております。

これにつきましては、こういった報告を受けまして、低炭素電力の受け入れに関する事

業所数や再生可能エネルギーの設備を設定する事業所数などを報告いただいて評価をし



ていきたいと考えております。 

  次のスライドでは、何を評価するかといった点について掘り下げてご説明いたします。

評価対象は義務提出者と考えております。任意提出者というのは、事業所全体の報告に

ついて義務があるわけではなく、設置する一部の事業所だけで提出することが可能であ

りまして、その事業者全体を網羅したデータというものではございません。また、助成

事業を活用して任意提出事業者は設備改修などを行うことができますので、一時的に大

幅な削減も可能であることから、義務提出者と同様に評価をするのは難しいと考えてお

ります。 

  続きまして、何を評価するのかといったところを１０スライド目に書いてあります。

先ほどから申し上げているように削減率と原単位ということで、原単位につきましては、

今後もう少し詳しくご説明しますので、省かせていただきますが、複数年度の削減率、

原単位の改善率を見ていきたいと考えておりまして、これにつきましては、事業活動の

変動ですとか、気象要件の影響を受けるので、単年度ではなく、何年かを見ていきたい

とい考えてございます。 

  こちらに原単位についての評価に関する考え方についてまとめたグラフを、次の１１

スライドで示しております。これは義務提出者の２０１２年度から２０１５年度までの

事業所数の合計値を削減率が進んでいるのか、原単位が進んでいるのかといったものを

プロットした図です。横軸に原単位、縦軸に削減率をとっています。 

  青色の第一象限のグループにつきましては、両方の削減が進んでおりますので、対策

は進んでおります。また緑色の第三象限のグループにつきましては、その反対に両方が

削減で進んでいないといったことになっております。ここで課題になってくるのが赤色

の第二象限のグループになっております。ここにつきましては、ＣＯ２の削減は進んでい

ますが、原単位につきましては、悪化しているといったグループでございます。 

  ここについてもう少し掘り下げて考えたグラフが下の図です。こちらは、床面積が増

えているのか減っているのかといったものを真ん中の横軸で分けて比較している表です。

真ん中の赤い点のグループが第二象限の先ほどの原単位で悪化しているけれども、ＣＯ２

削減が進んでいるグループになります。ここにつきましては、見ていただくとおり、エ

ネルギーの消費量が減っているといったものは床面積が減っているといったことが要因

になりまして、事業活動の縮小といったことがこの理由として考えられることから、評

価対象とすると、あまりなじまないのではないかと考えております。 

  次の１３スライド目で、どの程度の値を水準とするかといったことについて考え方を

まとめております。こちらにつきましては、年平均削減率１．３％以上、かつ原単位も

同じように１．３％以上がいいのではないかというのが事務局案になっております。こ

の考え方につきまして、１５スライド目を見ていただければ、ご説明したいと思います。 

  基本計画におきまして、２３７ＰＪを２０１３年度の実績としております。こちらを

２０％削減をするといった目標を２０３０年度に掲げておりますので、１８９ＰＪまで

落とす必要があります。青い線につきましては、２０１３年度から定率で２０３０年度

まで削減したときの平均の削減率を記載しておりますが、１．３２の削減が必要となっ

ております。 



  また、もう一つの考え方としまして、点線グラフで２０１３年度から２０１５年度ま

での実績、こちらを計算しまして、この平均の削減率が今度の新しい取組を導入する前

年の２０１９年度までその傾向が続いたといった仮定をしまして、それ以降、２０１９

年度以降どのくらい削減が必要かといった削減率を求めますと、１．２７％の削減が環

境基本計画の目標について必要になってきます。 

  こういったことから、１６スライド目につきまして１．３％以上の削減・改善が進ん

だ者を優良な事業者として評価していきたいと考えております。また、その者につきま

して、さらに区分を分けてランクを付与していきたいと考えております。具体的にはＳ

ランクが１．３％以上、また、それ以上に特に優秀な実績につきましては、ＳＳランク

といったようなわけです。 

  また、再生可能エネルギーにつきましては、大規模事業所のように細かな数値の評価

というのは、中小の報告書制度につきましては、事業者の負担がかなり大きくなります。

例えば大手のコンビニチェーンですと、２，０００事業所以上の事業所を取りまとめて

おりますので、こういったことを考えまして、事業所数で星マークをＳランク、ＳＳラ

ンクに付与するなどでインセンティブを与えていきたいと考えております。 

  最後に現状の制度をこういった評価軸でプロットを置きますと、優良な事業者、右上

の第一象限ですけども、２５．５％の事業者が優良事業者として、現在では認定される

といったような現状になっております。 

  中小規模事業所の新たな取組については以上が説明となります。 

○高村座長 ありがとうございます。私の時間配分の不手際で少し１２時を超えてしまう

かもしれません。その点、何とぞご了承いただければと思います。 

  今事務局からご説明をいただきました資料の７についてでございますけれども、委員

の皆様からご意見いただきたいと思います。事務局へのご質問等ございましたら、お願

いできればと思いますが、いかがでしょうか。 

  河口委員、お願いいたします。 

○河口委員 今のご説明で２５％ぐらいの事業者がこれに該当するということで、結構コ

ンビニみたいなところまで一般の人が出入りをするようなスペースが多いということな

ので、ホームページでＳＳになったとかというだけではなくって、特にコンビニとかだ

ったら、どこか張れるような星二つとか三つとか。よく小学校の何か社会科見学みたい

なので、近所のお店に行って、いろいろ聞いてみようみたいなのがあるじゃないですか。

そこにこのマークは何みたいな説明をする。これは省エネをやっていると。何かよくそ

うやって学校に聞きに行って、授業にするというのがあるので、近くのお店でどういう

ことをやっていますかというようなことがあるので、逆にこういうものがあると、近く

のコンビニだとか小さいお店、そういうのをつけていて、そうすると小学校がぞろぞろ

と聞きに行ってというようなことで、意識の醸成というのにもつながると思うので、中

小事業所の場合は普通の都民の意識の醸成にもつながるような仕組みにつなげていただ

くといいかなと思います。 

○高村座長 ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。 

  大野委員、お願いいたします。 



○大野委員 この方式でやると結果的に現在のそれが２５．５％が対象になるということ

で、これはどれくらいが適切なのか、よくご議論いただいて、それに応じて基準を変え

ればいいと思うんですけれども、それはそういうことなんですが、８ページで再生可能

エネルギーの報告制度を新しく導入して、利用状況が評価に反映となっているんですけ

ど、それがこの新しい評価の仕組みの方だと、それがどう反映するか話が見えないんで

すが。これＣＯ２排出量削減のほうに入ってくるということなんでしょうか。そうなのか

もしれないけど、僕はこれはもともと中小規模が対象なので、単純にしたほうがいいん

じゃないかなというふうに思って、むしろ排出削減のほうというか、省エネでエネルギ

ー利用率で評価する制度と、それから再エネは例えば再エネ電力が何％使ったら褒める

とか、もっと２本立ての簡単な制度のほうがいいんじゃないかなというふうに思うので、

そこはちょっとご検討いただけたらいいのではないかと思いました。 

○高村座長 ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。 

  有村委員、お願いいたします。 

○有村委員 排出量取引制度がどうしても大規模事業所が対象になるので、それ以外のと

ころを拾って促進してくれという意味ではすごくいい制度だと思います。その評価対象

を、今後評価していくというのを事業者さんというのは、これまでやったことを評価す

るという形になるんですか。それとも今後さらに新たな事業者さんに取組を促進すると

いう意味での評価制度になるのか、ちょっとその辺がどういう感じにされているのかな

というあたりを、お考えがあれば教えていただきたいと思います。 

○高村座長 ありがとうございます。 

  望月委員、お願いいたします。 

○望月委員 スライドの１２枚目と１７枚目ですけれども、第四象限に入るところは、そ

こそこ努力はしているんだと思います。やむを得ずテナントの入る数が増えてしまって、

総量としては増えてしまうけれども、原単位で頑張っていれば、ある程度に抑えられる

はずです。そうすると、１７枚目のピンクで囲ってある部分を下の直線ですぱっと切っ

てしまうと、頑張っているところを拾えないような気がします。右半分は、少し右肩下

がりになるようなラインにしたほうが良い気がしました。 

○高村座長 ありがとうございます。ほかにはいかがでしょうか。 

  赤司委員、お願いいたします。 

○赤司委員 中小規模事業所の省エネや低炭素化は非常に大事だと思いますし、進めてい

くべきだと私も思います。量的には結構な割合を占めているので、本当に全体の脱炭素

化に東京都が向かうには、ここをどうするのかというのはポイントだと思います。今は

これ、大規模事業所のような義務ではないということですね。だとすると、これがどこ

まで実際の低炭素化につながるかという点はちょっと心配です。先ほども言いましたが

ビルのオーナーの方に聞くと、省エネとかで利益を上げてない、ということを結構言わ

れてしまいます。そうするとこういう案ではほとんど効かない可能性があります。 

○高村座長 ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。 

  よろしゅうございますか。それでは事務局にいくつかご質問が出ていると思いますの

で、それらについてお答えいただければと思いますが。 



○宮田中小規模事業所対策担当課長 ありがとうございます。この報告書制度については、

キャップ＆トレード制度と同じく２０１０年から始めていまして、もう８年の実績がご

ざいます。我々は毎年５０から１００くらいのかなり多くの事業所に現地調査に行き、

取組状況を確認しております。そうしますと、やっぱり設備については、余裕をもって

最大負荷を前提にして入れていますので、それが赤司先生も言われていますけども、し

っかりチューニングがされているところとされていないところというところもあります。

それから、そもそも設備のスペック自体がメーカーさんは大体、超高効率機・高効率機・

標準機というふうに言っていますが、それが決して効率の高いものを選択して入れてい

るというのがあったり、それから後は中小規模事業所と大規模事業所とで違うのは、コ

ンビニであったり、ドラックストアであるとかフードサービス店というところでは、お

店に省エネの専門家が全くいないんですね。そういった中で、本社がしっかりとルール

をつくって、省エネ対策を推進しているような事業者さんもおりまして、その辺の取組

のばらつきというのが、今日のスライドの中でいうと、６ページ、取組が進んでいると

ころと、そうでないところというところが出てきているではないかと、我々は考えてお

ります。 

  そういう意味で、今まで非常にしっかりやっていただいたところというのも高く評価

したいですし、それからそういったところを今後増やしていきたいということで、この

評価の仕組みを入れていきたいと考えているところでございます。その取組が世の中に

広く知られることによって、その事業者さん自体がまた今後の事業の励みになるという

ところで、河口委員がおっしゃるような高く評価しているところを皆さんにわかりやす

く公表していきたいと考えております。 

  それから、有村委員のご質問で、これまでか、今後かという点でいいますと、これま

でを見据えた上で今後もそういった取組のすぐれたところを評価するという仕組みを入

れることによって、原単位とそれから原単位を改善する、本当に省エネをしっかりやっ

ている事業者さんを増やしていきたいと考えているところでございます。 

  望月委員からございました、カットの仕方についてですが、中小規模事業所というの

は延床の増減がかなりある中で、原単位を改善しているということは一定程度取組が進

んでいるというところなんですけれども、我々は総量の削減をしたいというところもあ

るので、総量削減をしつつ、原単位を改善していくという基本コンセプトの中でどの程

度のところに線を引くかということについては、今後も引き続き検討していきたいと考

えています。 

  大野委員からございました、再エネの取り扱いですが、今回総量削減の量と原単位の

改善というところに光を当てて評価をしていき、そこに再エネの考えは入っておりませ

ん。再エネについては、全く切り分けて取り扱いをしていきたいと考えております。具

体的に今日示させていただいている資料でいいますと、１６ページ、まずは省エネの取

組の量と原単位というところで、ＳとＳＳというランクをした上で、再エネの取組につ

いて、それにプラス評価をさせていただくというような形で切り分けて評価をしていき

たいと考えております。 

  再エネの取り扱いについても大規模のほうはかなり数値的なところまで踏み込んでい



きますけれども、中小規模事業所はかなり数も多くて、それが現場の数字も拾ってくる

ようになると非常に負担が重たくなってしまうので、それは大野委員のほうからも負担

がないようにというところがありましたので、そういう意味では事業所数であるとか、

全体の事業所数の中の割合みたいなところに着目した上で、評価のほうに入れていきた

いと考えております。 

  以上でございます。 

○高村座長 ありがとうございます。こちらの議題について今事務局からお答えいただい

た点について、何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

  有村委員、お願いいたします。 

○有村委員 私もちょっと言いたかったところは赤司委員がおっしゃったところで、中小

事業所はかなり排出量の全体でいうと半分以上、業務部門で増えていて、今対象としよ

うとしているのは、中小事業所とはいえ、企業としては割と大きな企業さんだけなんで

すね。それ以外のところが何かすごくやる気のある方がいれば、それも表彰できるよう

な制度とか、何か広げるような制度とかというのがあったほうが、施策としてはいいの

かなと思います。ただ、マンパワーの問題もあるので、実際の制度設計の難しさという

のは、すごくあるというのは重々承知の上で一応意見として申し上げたいと思います。 

○高村座長 ありがとうございます。今回、中小の事業者さんの対策を、今１歩進めるご

提案をしていただいていると思っております。基本的な点、例えば優良者の評価、ある

いは再生可能エネルギーの取組状況を評価に反映していけないかといったような考え方

については、委員の先生方の中で特にご異論はなかったと思います。ただ、今ご意見が

ありましたように、より効果的に実効的に対策を進めていただくために、評価の方法や

見える化といった点についてさらに検討をいただけないかというご要望をいただいたと

思いますので、事務局のところで、そういう可能性について、ご検討いただければと思

います。 

  そのようなことで、この議題についてはよろしいでしょうか。ありがとうございます。 

  大変申しわけありません。少し時間が過ぎてしまいました。改めまして、もし全体を

通して、これだけはという点がございましたらいただければと思います。よろしゅうご

ざいましょうか。ありがとうございます。大変活発なご意見をいただき、心から感謝い

たします。 

  これで本日予定しておりました全ての議事について検討を終えましたので、進行を事

務局にお返ししたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○三浦総量削減課長 高村座長、ありがとうございました。 

○小川地球環境エネルギー部長 最後に一言だけ御礼を。本当に今日はお忙しい中、長時

間にわたりましてご議論いただきましてありがとうございました。今日は第１回目とい

うことですので、次回以降、今日ご指示ありました資料等もそろえましてご議論を重ね

ていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○三浦総量削減課長 それでは、以上をもちまして本日の検討会を終了いたしたいと思い

ます。本日はお忙しい中ご参加いただきまして、どうもありがとうございます。次回以

降につきましてもまた改めてご連絡させていただきます。 



  以上でございます。ありがとうございました。 

 

午後 零時８分 閉会 

 


